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令和３年度予算審査特別委員会（第４回） 

 
令和３年３月９日（火曜日）午前９時５９分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第２号 令和３年度七飯町一般会計予算 

 議案第３号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第４号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第５号 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第６号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計予算 

 議案第７号 令和３年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第８号 令和３年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.各課の聴取について 

  ２.その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

   委 員 長   川 村 主 税      副委員長   稲 垣 明 美 

   委  員   横 田 有 一      委  員   神 﨑 和 枝 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

   委  員   田 村 敏 郎      委  員   畑 中 静 一 

   委  員   長谷川 生 人      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

   委  員   中 島 勝 也      委  員   中 川 友 規 

   委  員   若 山 雅 行      委  員   青 山 金 助 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   川 上 弘 一 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（５名） 

   民 生 部 長          杉 原   太   民生部 住民 課長           清 野 真 里 

   民生部福祉課長          村 山 德 收   民生部環境生活課長           磯 場 嘉 和 

   民生部子育て健康支援課長          岩 上   剛 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  関 口 順 子       書       記  妹 尾 洋 兵 
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午前９時５９分 開議 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。 

 時間になりましたので、始めたいと思います。 

 ただいまより、令和３年度予算審査特別委員会

第４回目の委員会を開催いたします。 

 川上弘一委員から、欠席の届け出がありました

ので報告いたします。 

 それでは、本日の審査を行います。 

 初めに、住民課の審査を行います。 

 民生部長、住民課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき説明をお願いいた

します。 

 なお、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療

特別会計についてもあわせてお願いいたします。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、一般会計から御説明

いたします。 

 共通様式１番、事業予算名、大沼出張所運営費

は、本年度予算額５１万４,０００円、前年度比

５万６,０００円の減額でございます。 

 主な増減は、記載のとおりでございます。 

 続きまして、２番は、事業予算名、大中山出張

所運営費です。本年度予算額１１８万１,０００

円、前年度比３０５万２,０００円の減額でござ

います。 

 主な増減は、工事請負費、国旗等掲揚ポール設

置工事完了による２９３万７,０００円の減。そ

の他の項目については、記載のとおりでございま

す。 

 この事業の特定財源の歳入については、記載の

とおりでございます。 

 次の３番、事業予算名、地域防犯等対策費は、

本年度予算額３,６５９万９,０００円、前年度比

１３万４,０００円の減額でございます。 

 主な増減は、負担金、補助及び交付金、街灯維

持費及び新設改良助成金が、実績勘案等により、

合わせて１０万９,０００円の減。その他項目に

ついては記載のとおりでございます。 

 次の４番は、事業予算名、交通安全指導対策費

で、本年度予算額８８６万６,０００円、前年度

比１１万５,０００円の減額でございます。 

 主な増減は、補助及び交付金、交通安全推進委

員会補助金、指導委員会、協議会総会出席にかか

る補助金経費１０万円の減でございます。その他

の項目については、記載のとおりでございます。 

 次に、５番、事業予算名、交通安全指導車管理

費は、本年度予算額１８０万円、前年度比２万

１,０００円の減額でございます。 

 主な増減は、記載のとおりでございます。 

 続きまして、６番、事業予算名、戸籍住民基本

台帳費は、本年度予算額３,６４４万１,０００

円、前年度比１７１万５,０００円の減額でござ

います。 

 主な増減は、報酬、職員手当等、共済費、旅費

の会計年度任用職員１人分の減により、合わせて

２６０万円の減、委託料、戸籍総合システム保守

委託料の機器更新、更改により３３万６,０００

円の減、戸籍総合システム改修等委託料のマイナ

ンバー連携にかかる改修完了により６４２万４,

０００円の減、追加構築分として１３２万円の

増、合わせて５１０万４,０００円の減。これは

国からの１００％補助事業となっております。住

基ネットワークシステム保守委託料、機器更改に

より、保守料２６万４,０００円の減。使用料及

び賃借料の機器更改等により、戸籍総合システム

ソフト等使用料１２３万円の減、ネットワーク利

用料１３万２,０００円の減、附票連携センター

利用料の機器改修により６万６,０００円の増、

備品購入費、戸籍総合システム機器等譲渡取得債

務負担分といたしまして３９４万８,０００円の

増、負担金、補助及び交付金、個人番号コード交

付事業負担金、国からの通知により３９８万４,

０００円の増でございます。その他の項目につい

ては、記載のとおりでございます。 

 特定財源としての歳入についても記載のとおり

となっております。 

 次は、７番、事業予算名、社会福祉総務費（国

保年金）は、本年度予算額７３万２,０００円、

前年度比１１万３,０００円の増額でございま

す。こちらも国からの１００％補助事業となって

おります。 

 主な増減は記載のとおりでございます。 

 特定財源の歳入についても記載のとおりとなっ

ております。 
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 続きまして、８番、事業予算名、国民健康保険

特別会計繰出金は、本年度予算額３億２,０１１

万８,０００円、前年度比３０４万１,０００円の

減額でございます。 

 主な増減は、国保特別会計への繰出金でござい

ます。内訳は記載のとおりでございます。 

 特定財源の歳入については、記載のとおりでご

ざいます。 

 続きまして、９番、事業予算名、高齢者医療助

成費は、本年度予算額５億４,１７２万６,０００

円、前年度比３,０３２万４,０００円の増額でご

ざいます。 

 主な増減は、負担金、補助及び交付金で、北海

道後期高齢者医療広域連合試算による増で１,９

７３万７,０００円の増、繰出金では、後期高齢

者医療特別会計繰出金で１,０５８万７,０００円

の増でございます。内訳は記載のとおりとなって

おります。 

 特定財源としての歳入についても記載のとおり

となっております。 

 続きまして、１０番、事業予算名、障がい者医

療助成費は、本年度予算額１億２,５９８万３,０

００円、前年度比４９万円の減額でございます。 

 主な増減は扶助費で、実績勘案による受診件数

などの減少が見込まれるため、４４万９,０００

円の減でございます。 

 続きまして、１１番、事業予算名、児童手当支

給費は、本年度予算額３億９,３７３万９,０００

円、前年度比７８７万２,０００円の増額でござ

います。 

 主な増減は扶助費の児童手当で、対象者の増加

が見込まれるため、７８７万５,０００円の増で

ございます。 

 特定財源の歳入は記載のとおりでございます。 

 続きまして、１２番、事業予算名、子ども医療

助成費は、本年度予算額１億６５５万１,０００

円、前年度比４２３万６,０００円の増額でござ

います。 

 主な増減は扶助費で、実績勘案により受診件数

増加が見込まれるため、４１９万９,０００円の

増でございます。 

 特定財源の歳入は記載のとおりでございます。 

 共通様式の最後は、１３番、事業予算名、ひと

り親家庭等医療助成費で、本年度予算額４,４１

７万７,０００円、前年度比１０３万５,０００円

の増額でございます。 

 主な増減は、扶助費の実績勘案により受診件数

の増加が見込まれるため、１０３万６,０００円

の増でございます。 

 特定財源の歳入は記載のとおりでございます。 

 以上で、一般会計共通様式の説明は終わらせて

いただきます。 

 次に、国民健康保険特別会計になります。予算

書で説明させていただきます。 

 令和３年度国民健康保険特別会計予算について

御説明申し上げます。 

 国保１６１ページをごらん願います。 

 令和３年度の国民健康保険特別会計予算は、第

１条で、歳入歳出総額がそれぞれ３３億４,６７

０万円と定めるものでございます。前年度予算と

比較しますと１,６７０万円の増となっておりま

す。 

 それでは、１７４ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、事業別の一

般管理費（国保事業）で、本年度予算４,４１３

万円で、前年度比２,８６７万９,０００円の増と

なっております。 

 主な増減は、保険者の広域化に伴うもので、委

託料の国保システム改修委託料の基幹外付けシス

テム改修対応による７８２万３,０００円の増、

使用料及び賃借料のシステム使用料の市町村事業

費標準システム導入後の追加分として５９万２,

０００円の増、負担金補助及び交付金の市町村事

務費標準システム負担金として１,３４２万６,０

００円の増、北海道クラウド運用負担金６６６万

３,０００円の増などとなっております。 

 事業別の国保事務職員人件費は、国保事務職員

４名の人件費で、本年度予算額２,６６２万８,０

００円で、前年度比３４２万４,０００円の増と

なっております。 

 主な増減は、給料、職員手当等及び共済費合わ

せて、前年度比３４２万４,０００円の増となっ

ております。 
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 ２事業合わせまして、本年度予算７,０７５万

８,０００円で、前年度比３,２１０万３,０００

円の増となっております。 

 ２項１目賦課徴収費は、事業別の賦課事務費が

本年度予算額４２万２,０００円で、前年度と同

額となっております。 

 事業別の徴収事務費が、本年度予算２７９万

６,０００円で、前年度比６万９,０００円の減と

なっております。 

 １７６ページになりますが、主な増減は、負担

金、補助及び交付金の納税貯蓄組合事務費補助金

の取り扱い件数減により６万円の減となってござ

います。 

 ２事業合わせまして、本年度予算３２１万８,

０００円で、前年度比６万９,０００円の減と

なっております。 

 ３項１目運営協議会費は、本年度予算２０万

５,０００円で、前年度比６万４,０００円の増と

なっております。 

 主な増減は、旅費の会長及び新規委員分の研修

費として６万４,０００円の増となっておりま

す。 

 ４項１目医療費適正化特別対策事業費は、本年

度予算１６８万３,０００円で、前年度と同額と

なってございます。 

 ２項収納率向上特別対策事業費の事業名、収納

率向上特別対策事業費は、会計年度任用職員人件

費として、本年度予算額４４１万５,０００円

で、前年度比１万円の増となっております。 

 事業名、国保公用車管理費は、本年度予算額２

６万１,０００円で、前年度比２４万円の減と

なっております。 

 主な増減は、需用費の自動車消耗品といたしま

して、冬タイヤ購入済みのため、６万６,０００

円の減、燃料費の実績勘案により９万８,０００

円の減、自動車修繕料の車検代７万３,０００円

の減となっております。 

 ２事業合わせまして、本年度予算４６７万６,

０００円で、前年度比２３万円の減となっており

ます。 

 続きましては、保険給付費です。 

 １７８ページをお開き願います。 

 ２款保険給付費１項１目療養給付費は、本年度

予算２０億７,５０４万２,０００円で、前年度比

１,６５６万１,０００円の増となっております。

増の要因は、１人当たりの医療費の増加と、過去

の実績を勘案したものでございます。 

 ２目療養費は、本年度予算１,６８０万円で、

前年度と同額でございます。 

 ３項審査支払手数料は、本年度予算６２７万円

で、前年度と同額となってございます。 

 ２項１目高額療養費は、本年度予算３億１,８

００万円で、前年度と同額となっております。 

 ２目高額介護合算療養費は、本年度予算が５０

万円で、前年度と同額となっております。 

 ３項１目移送費は、本年度予算額３０万円で、

前年度と同額となっております。 

 ４項１目出産育児一時金は、本年度予算額４２

０万円で、前年度と同額となっております。 

 ２目審査支払手数料は、本年度予算１万円で、

前年度と同額となっております。 

 ５項１目葬祭費は、本年度予算１５０万円で、

前年度比、実績勘案により７５万円の減となって

おります。 

 ６項１目傷病手当金は、本年度予算１１１万円

で、前年度費１１１万円の増となっております。 

 １８０ページをお開き願います。 

 ３款国民健康保険事業費納付金１項１目一般被

保険者医療費給付費分は、本年度予算５億９,２

６３万５,０００円で、前年度比、概算通知によ

り１,９１０万２,０００円の減となっておりま

す。 

 ２目退職被保険者等医療給付費分は、本年度予

算５万２,０００円で、前年度比、概算通知によ

り１４２万４,０００円の減となっております。 

 ２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、

本年度予算額１億６,５５０万円で、前年度比、

概算通知により６６３万２,０００円の減となっ

ております。 

 次の退職被保険者等後期高齢者支援金等分、本

年度予算はなく、前年度比、概算通知により３０

万円の減となっております。 

 ３項１目介護納付金分は、本年度予算５,０６

３万４,０００円で、前年度比、概算通知により
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３８９万５,０００円の減となっております。 

 ４款共同事業拠出金は、高額医療費の発生に伴

う保険者の急激な負担増という分散化を図るもの

で、財政運営の安定化を図るための交付金を交付

する事業でございます。なお、拠出金額は国保連

合会から示されたものとなっております。 

 １項１目共同事業事務費拠出金は、本年度予算

額１万円で、前年度と同額でございます。 

 ５款財政安定化基金拠出金１項１目財政安定化

事業拠出金は、本年度予算額１万円で、前年度と

同額となってございます。 

 １８２ページをお開きください。 

 ６款保健事業費１項１目保健衛生普及費は、本

年度予算額１,２５９万６,０００円で、前年度比

８万９,０００円の減となっております。 

 主な増減は、役務費の郵便料の減により、８万

９,０００円の減となっております。 

 ２項１目特定健康診査等事業費は、本年度予算

１,８０５万４,０００円で、前年度比２４万５,

０００円の増となっております。 

 主な増減は、負担金、補助及び交付金の特定健

康受診率向上支援等共同事業負担金として、国保

連合会一括契約による負担金増により、２４万

５,０００円の増となっております。 

 ７款公債費１項１目利子償還金は、本年度予算

が３１万９,０００円で、前年度と同額でござい

ます。 

 ８款諸支出金１項１目一般被保険者保険税還付

金は、本年度予算が１５０万円で、前年度と同額

でございます。 

 １８４ページをお開きください。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金は、本年度予

算額が１０万円で、前年度と同額となっておりま

す。 

 ３目その他償還金は、本年度予算が、前年度償

還金の確定後の対応のため、１万円で、８９万

９,０００円の減となっております。 

 ２項１目延滞金は、本年度予算が１万円で、前

年度と同額でございます。 

 ９款基金積立金は、本年度予算額が１万円で、

国民健康保険財政調整基金積立金として、本年度

予算が１,０００円で、国民健康保険財政調整基

金積立金として１,０００円の増となっておりま

す。 

 １０款予備費は、本年度予算額が１００万６,

０００円で、前年度比６,０００円の増となって

おります。 

 以上までが歳出の御説明となります。 

 次に、歳入でございます。 

 国保１６８ページをごらんください。 

 １款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民

健康保険税は、本年度予算５億４,６６６万４,０

００円で、前年度比２,０３１万３,０００円の減

となっております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、本年度

予算１５万１,０００円で、前年度比１４万１,０

００円の増となっております。 

 ２款国庫支出金１項１目災害等臨時特例補助

金、本年度予算額は１,０００円で、新型コロナ

ウイルス感染症にかかる保険税減免に対する補助

金となっております。 

 ３款道支出金１項１目保険給付費等交付金は、

本年度予算２４億７,６８０万４,０００円で、前

年度比３,９９１万円の増となっております。 

 ２項１目財政安定化基金交付金は、本年度予算

額１万円で、前年度と同額でございます。 

 ４款財産収入繰入金１項１目利子及び配当金

は、前年度予算１,０００円で、前年度比１,００

０円の増となっております。 

 ５款繰入金１項１目一般会計繰入金は、本年度

予算３億２,０１１万８,０００円で、前年度比３

０４万１,０００円の減となってございます。 

 国保１７０ページをごらん願います。 

 内訳は、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分

が、本年度予算１億５,８７８万８,０００円で、

前年度比３８２万３,０００円の減。 

 保険者支援分が、本年度予算７,２６１万円

で、前年度比５４７万９,０００円の減。 

 職員給与費等繰入金が、本年度予算３,９８１

万７,０００円で、前年度比５４２万６,０００円

の増。 

 出産育児一時金等繰入金が、本年度予算２８０

万円で、前年度と同額で、財政安定化支援事業繰

入金が、本年度予算４,６１０万３,０００円で、
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前年度比８３万５,０００円の増でございます。 

 ２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金とし

て、本年度予算１,０００円でございます。 

 ６款繰越金１項１目繰越金は、本年度予算１万

円で、前年度と同額でございます。 

 ７款諸収入１項１目一般被保険者延滞金は、本

年度予算２００万円で、前年度と同額でございま

す。 

 ２目一般被保険者加算金、３項過料は、それぞ

れ本年度予算１万円で、前年度と同額となってお

ります。 

 ２項雑入は、本年度予算９２万円で、前年度と

同額となってございます。 

 以上で、令和３年度国民健康保険特別会計の予

算の説明を終わらせていただきます。 

 次に、続きまして、後期高齢者医療特別会計の

説明をさせていただきます。 

 １９３ページになります。後医１９３ページを

ごらん願います。 

 令和３年度後期高齢者医療特別会計予算につい

て御説明申し上げます。 

 令和３年度の後期高齢者医療特別会計の予算

は、第１表で、歳入歳出総額が４億５,２５０万

円と定めるものでございます。前年度当初予算と

比較しますと１,５００万円の増となっておりま

す。 

 それでは、２０４ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、本年度予算

２０万８,０００円で、前年度と比較し、１万１,

０００円の増となっております。 

 主な増減は、委託料の被保険者証封入封かん委

託料の単価増により１万１,０００円の増となっ

ております。 

 ２項１目賦課徴収費は、予算額２９１万３,０

００円で、前年度と比較し、３万円の増となって

おります。 

 主な増減は、需用費、保険料納入通知書印刷製

本費の納入通知書印刷製本費分の委託料からの節

がえにより４５万４,０００円の増、委託料、保

険料納入通知書印刷製本封入一括委託料の通知書

印刷分の需用費への節がえにより４８万４,００

０円の減、後期高齢者医療電算システム保守委託

料の使用料及び賃借料の節がえにより１１８万

８,０００円の減、使用料及び賃借料のシステム

使用料の委託料からの節がえにより１１８万８,

０００円の増となっております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金は、予算額４億４,

８８２万円で、前年度と比較し、１,４９６万４,

０００円の増となっております。 

 主な増減は、広域連合試算により保険料等負担

金が前年度に比べ４４１万８,０００円の増、事

務費負担金が４０万１,０００円の増、保険基盤

安定負担金が１,０１４万５,０００円の増となっ

ております。 

 ３款諸支出金１項１目保険料還付金は、予算額

４９万５,０００円で、前年度と比較して５,００

０円の減となっております。 

 ２目還付加算金は、予算額５万円で、前年度と

同額となってございます。 

 次は、２０６ページをお開き願います。 

 ４款予備費１項１目予備費は、予算額１万４,

０００円で、前年度と比較して同額となっており

ます。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 

 ２００ページをごらん願います。 

 １款後期高齢者医療保険料１項１目後期高齢者

医療保険料は、予算額３億１,５８３万４,０００

円で、前年度と比較して４４１万８,０００円の

増となっております。 

 主な増減は、特別徴収保険料が前年度に比べて

４１７万２,０００円の増、普通徴収保険料が４

０万２,０００円の増、滞納繰越分が１５万６,０

００円の減となっております。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、予算額

１,４２２万７,０００円で、前年度と比較して４

４万２,０００円の増となっております。 

 ２目保険基盤安定繰入金は、予算額１億１,６

８９万１,０００円で、前年度と比較して１,０１

４万５,０００円の増となっております。 

 ３款繰越金１項１目繰越金は、予算額５００万

円で、前年度と同額の計上となっております。 
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 ４款諸収入１項１目延滞金及び２目過料は、予

算額がそれぞれ１,０００円で、前年度と同額と

なっております。 

 ２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金

は、予算額４９万５,０００円で、前年度と比較

して５,０００円の減となってございます。 

 また、２目還付加算金は、予算額５万円で、前

年度と同額の予算となっております。 

 ３項雑入１目雑入は、予算額が１,０００円

で、前年度と同額の予算計上となっております。 

 以上で、令和３年度後期高齢者医療特別会計予

算の説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほどちょっとお伺いしたいので

すけれども、国保の１６８ページです。一般保険

者国民健康保険税２,０３１万３,０００円の減と

いうことなのですけれども、これは基本的に被保

険者が減るということなのでしょうか。何人減る

という予想でこのような減になったのか、これに

ついて一つお伺いします。 

 ２点目なのですけれども、１８３ページ、負担

金補助及び交付金についてです。ここで特定健診

の受診率向上支援等共同事業負担金ということ

で、４４２万４,０００円ということなのですけ

れども、この共同事業という中身をちょっと説明

していただきたい。 

 以上です。 

○川村委員長 住民課長。 

○清野住民課長 まず、保険税についてでござい

ますが、この保険税が年々減少しているというこ

とでございます。これは年々、前年度、２年度が

４００世帯のうち６,２６９名、前年度が６,４３

７名と、その前の年も６,７１７名と、年々２０

０名程度減少している傾向におります。今年度の

２月現在に関しましては６,２８９名と、上昇は

しているものの、３月、４月になりますと移動が

激しくなっておりますので、こちらのほうも減少

する見込みを見ております。 

 あと、特定健診についてでございます。保険給

付費、こちらのほうは６５歳以上のインフルエン

ザの対象に、ごめんなさい、６５歳を対象にイン

フルエンザ接種を助成してございます。 

 失礼いたしました。特定健診に関しましては、

４１歳以上を対象に実施しております。特定健診

の自己負担に関しましては、町として全額を助成

して実施しているところでございます。 

 失礼いたしました。特定健診受診率向上支援等

共同事業負担金でよろしかったでしょうか。これ

は前年度までは町単独で実施しておりましたが、

国保連合会に一緒に一括契約ということで、道の

国保連合会の事業に参入した形になっておりま

す。受診率の中身に関しましても、より明確に詳

細に実施できるということから、町が国保連合会

に負担金を払って、受診率の向上を実施している

中身になっております。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 国保連合会に加入して、こういう受

診率向上についても対策を打つということだとは

思いますけれども、連合会に加入することになっ

て、受診率向上対策にどのような形でプラスの形

になっているのか、ちょっと理解できないので、

お願いします。 

○川村委員長 住民課長。 

○清野住民課長 国保連合会の本年度からの実施

事業になります。こちらのほうは国保連合会がよ

り優秀な会社と、選別しまして、それをうちのほ

うでより充実を図るために実施しているところで

ありますけれども、よりデータ化が詳細になるこ

とによって、受診率も、どういう部分で受診率が

上がっていくかということを分析するということ

を詳細にすることによって、それは本年度からは

受診率向上につなげていきたいということで実施

しているところでございます。 

○川村委員長 それではほかに。 

 よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 この共通様式の中で、まずナンバー

４のところで、高齢者運転免許証自主返納報償金

ということで、同じような額が計上されているの

ですけれども、これについては、もう少し増える

ような見込みとか、あるいはもっと、２万円では
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なくてもう少し返戻のあれを上げるとか、そうい

うような必要がないかどうか、そこのところはど

うなのでしょうか、他市町村との関係その他含め

て、そこのところをちょっと教えていただきたい

なというふうに思います。 

 それと、児童手当支援金、ナンバー１１の、こ

れで国、道の金額も入っているのですけれども、

これは単純にこの金額を計算すると、国が７割

で、道と町が１５％、１５％、そういう割合の数

字で負担しているということで考えていいのかど

うか、そこのところをちょっと教えていただきた

いなと思います。 

 それと、もう一つ、対象者の増加が見込まれる

ためということで、子供は増えているというよう

な感じなのでしょうか。そこのところをちょっと

感触を教えていただきたいのと、ナンバー１２の

ところで、子ども医療助成扶助費というのです

か、これが少し増えてあれしているのですけれど

も、実績勘案により受診件数の増とかなっている

のですけれども、これは増えている原因といった

ら、病気だからというか、そういうあれなのかも

しれないですけれども、増えている原因というの

は、何かつかんでいるというか、特徴的なものが

ないのかどうか、そこのところがもしあれば教え

ていただきたいのと、ナンバー１３で、同じよう

にひとり親家庭等医療助成扶助費ということで、

金額が増えているのですけれども、これも増加し

ている背景というか、何かつかんでいるような情

報のようなものがあればちょっと教えて、わから

なければわからないで構わないのですけれども、

ちょっと感触を教えていただければなと思いま

す。 

○川村委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、免許返納のほうに答

えさせていただきます。 

 前年度、元年度におきましては、実績が１４５

名ということで、決算特別委員会で報告もされて

いるところでございますが、２年度におきまして

は、直近値で８７人の申請がございます。それを

実績見込みを勘案しまして、来年度も１００名程

度を計上させていただいているところでございま

す。 

 次に、児童手当になりますけれども、児童手当

は、子供が上昇が見込まれるということで計上し

ております。 

 あと、この中の歳入の負担分になりますけれど

も、国の補助として３分の２、道として６分の

１、町が６分の１を支払っている形になってござ

います。 

 次に、医療助成費の背景といたしまして、

年々、年間でどういったものが病気がはやるとい

うのは実際わからないところではございます。こ

れは、その年の背景がつかみにくいというところ

が現状になっております。よって、前年度、要は

元年度の実績等を鑑みながら試算しているところ

でございますので、御理解のほどお願いいたしま

す。 

○川村委員長 それでは、ほかに質疑のある方。 

 中島委員。 

○中島委員 １点だけちょっと教えてください。

国保の１７７ページなのですけれども、報酬のほ

うの収納率向上特別対策事業費、これ、任用者を

採用するということですけれども、先ほど説明が

あったと思うのですけれども、何名なのか。それ

と、特別という、非常に強力な名称がついていま

すけれども、この事業の仕事の内容といいます

か、また活動、どのようなことが特に行われてい

るのか。家庭訪問するとか企業訪問するとか、そ

ういうところでやって収納率を上げていくという

仕事なのか、この仕事の内容をちょっと教えてい

ただきたいなと。非常に強力な、向上特別対策で

すから、特別なことをやっているなと思いますけ

れども、その仕事の内容、まず活動について、簡

単にちょっと教えていただければなと思うのです

けれども。 

○川村委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、収納率向上特別対策

事業費についてでございますけれども、会計年度

職員１名分を国保で計上しております。これは税

務課のほうで収納率対策を行っているので、国保

税のほうも税務課のほうで収納していただいてい

るので、その１人分として国保分１名分を計上し

ているところでございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 
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 今現在は、主に差し押さえ等を実施していると

ころでございます。また、それ以外の滞納整理機

構にも協力を仰いで実施しているところでござい

ます。今は主といたしまして、昔は臨戸訪問とい

うことでやっていた時期もございましたが、今現

在は差し押さえを主として、収納率向上に努めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、住民課に対する審査を終了いたしま

す。 

 住民課長、御苦労さまでした。 

 引き続き、福祉課の審査を行います。 

 福祉課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほう、お

願いいたします。 

○村山福祉課長 それでは、福祉課所管の予算案

について説明させていただきます。 

 福祉課については、一般会計及び介護保険特別

会計でございます。 

 最初に、一般会計のほうから説明させていただ

きますので、お手元の様式１をごらんください。 

 ナンバー１でございます。事業予算名、社会福

祉総務費は、本年度１４６万３,０００円、前年

比１,１４６万６,０００円の減で、主な理由は、

３年ごとに策定する高齢者福祉介護保険事業計画

及び障がい者福祉計画並び障がい児福祉計画の策

定にかかる報償費及び委託料の減額。また、福祉

灯油事業助成購入費は冬期関連予算により補正対

応となることでの減額でございます。 

 また、特定財源は記載のとおりとなっておりま

す。 

 なお、福祉課所管の歳入については、前年度と

比較し、科目、負担割合等の変更がないものにつ

いては、以降、財源の説明は省略させていただき

ます。 

 次に、ナンバー２、地域福祉連携活動費は、本

年度２,５５２万８,０００円、前年度比８万９,

０００円の増でございます。 

 次に、ナンバー３、民生委員児童委員費は、本

年度予算６７２万７,０００円、前年度比８５万

８,０００円の減でございます。 

 次に、このページから３ページにわたります

が、ナンバー４、事業予算名、重層的支援体制整

備事業費でございます。国の地域共生社会の実現

に向けた地域づくりの一環として、令和３年４月

１日施行となる事業で、七飯町においても令和３

年から実施する新たな事業予算でございます。事

業の内容については、地域住民の複合、複雑化し

た支援のニーズに対応する包括的な支援体制を整

備し、子供、障がい者、高齢者、生活困窮などの

属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域

づくりに向けた支援を一体的に行うものでござい

ます。 

 なお、予算内容は令和２年まで福祉課で所管し

ていた重層的支援体制整備に関する予算、社会福

祉総務費（地域福祉）、高齢者福祉費及び障がい

者福祉費の一部、福祉介護車両管理費の全部、介

護保険特別会計の地域支援事業費の一部、子育て

健康支援課所管の児童福祉総務費の一部、本町子

育て支援センターと大中山子育て支援センターの

運営費の全部をこの事業予算に統合するものでご

ざいます。なお、歳入については、令和２年度ま

でそれぞれ事業で受け入れていた国庫交付金等が

一括で当該事業に交付されるものでございます。 

 それでは、本年度予算について説明させていた

だきます。本年度予算３,１８９万６,０００円、

前年度は、新規事業予算であることから皆増とな

りますが、統合前の各前年度の予算の合計３,２

５２万７,０００円、前年度比で増減６３万１,０

００円の減でございます。 

 続きまして、様式、ナンバー５でございます。

事業予算名、高齢者支援事業費は、本年度予算１

億４５８万４,０００円、４２８万７,０００円の

減で、委託料の生きがい活動支援事業委託料を介

護保険事業の地域支援事業に位置づけ、さらに重

層的支援体制整備事業費に計上したものでござい

ます。 

 次に、ナンバー６、事業予算名、介護保険特別

会計繰出金でございます。本年度は４億１,４２

６万１,０００円、前年度比３,５９３万４,００

０円の減で、介護保険事業の地域支援事業を一般
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会計の重層的支援財政整備事業へ、また、介護保

険係の人件費等を一般会計１３款職員費へ移行さ

せたことによるものでございます。 

 次に、ナンバー７、福祉介護車管理費でござい

ます。こちらについては、重層的支援体制整備事

業に位置づけたことにより、事業予算廃止となり

ます。 

 続きまして、次のページのナンバー８でござい

ます。障がい者福祉費でございます。本年度は８

億８,５４３万７,０００円、２,４００万２,００

０円の増で、扶助費の介護給付及び障がい児通所

給付費の利用者の増加によるものでございます。 

 次に、ナンバー９、障がい者介護審査会費でご

ざいます。本年度１０２万１,０００円、２万９,

０００円の減でございます。 

 次に、ナンバー１０、地域生活支援事業費でご

ざいます。次のページでございます。本年度１,

８４９万９,０００円、１８９万２,０００円の減

でございます。 

 次に、ナンバー１１、事業予算名、社会福祉施

設指定管理費は、本年度４,８３０万９,０００

円、１０１万９,０００円の増でございます。 

 次に、ナンバー１２でございます。次のページ

でございます。災害救助費でございますが、本年

度３６万円、前年度比３万円の増でございます。 

 次に衛生費でございますが、事業予算名、健康

センター管理費でございます。本年度３,４２８

万７,０００円、前年度比３３２万８,０００円の

減で、需用費の燃料費及び上下水道料が前年度実

績による減となっているものでございます。 

 一般会計の説明は以上でございます。 

 続きまして、介護保険特別会計を予算書を用い

て説明させていただきます。 

 それでは、介保２０９ページをごらんくださ

い。 

 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算でござ

いますが、第１条でございますが、保険事業勘定

歳入歳出の総額予算を歳入歳出それぞれ２７億

９,９７４万３,０００円と定めるものでございま

す。こちらについては、前年度比６,７５５万１,

０００円の減となっているものでございます。 

 次に、第３条でございます。こちら、介護サー

ビス事業勘定でございますが、歳入歳出予算総額

を歳入歳出それぞれ１,２２５万７,０００円と定

めるものでございます。こちらについては前年度

比１５５万１,０００円の増となっているもので

ございます。 

 次に、保険事業勘定の歳出を説明させていただ

きますので、介保２２４ページをごらんくださ

い。 

 それでは、１款総務費１項１目一般管理費、事

業予算名一般管理費、保険事業勘定は、本年度４

３７万６,０００円、前年度比１４８万１,０００

円の増で、主な増は、介護保険電算システム改修

委託料で、３年に一度の国の法改正、介護報酬等

の改正の対応によるものでございます。 

 なお、令和２年度までに１目に一般管理費に計

上していた事業予算名、介護保険事務職員人件費

は、令和３年度は一般会計１３款職員費へ移行と

なり、事業廃止となります。よって、２,１９６

万７,０００円の減となるものでございます。１

目合計になりますが、４３７万６,０００円、前

年比２,０４８万６,０００円の減となるものでご

ざいます。 

 次に、２款徴収費１項１目賦課徴収費、介護保

険は今年度４１万３,０００円、前年比２,０００

円の減でございます。 

 次に、３款介護認定調査会費は、１項１目、事

業予算名、介護認定審査会費は、前年度同額の５

６１万８,０００円となります。なお、令和２年

度までに１目一般管理費に計上していた介護認定

事務職員人件費は一般会計の職員費に移行し、事

業廃止となり、８０万６,０００円の減。１目合

計５６１万８,０００円、８０万６,０００円の減

額となっているものでございます。 

 次に、２目でございます。認定調査費は、本年

度１,１５６万円、前年度比５２万３,０００円の

減となっております。なお、こちらについても、

令和２年度までに計上していた認定調査事務職員

人件費を一般会計のほうに移行したことにより、

６９２万７,０００円の減額となります。２目合

計５６１万８,０００円、７４５万円の減でござ

います。 

 次に、このページから２２７ページになります
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が、２款保険給付費１項１目介護サービス等諸費

は、こちらは令和２年度まで事業予算、居宅介護

サービス費から、特例居宅介護サービス計画給付

費までの１０事業予算を当該事業予算に統合した

ものでございます。本年度予算でございますが、

２３億８,７２４万円、前年度比は統合前の事業

予算合計２３億７,０６９万円となり、１,６５５

万円の増となります。主な増は、居宅介護サービ

ス給付費でございます。 

 次に、このページから２２９ページになりま

す。２項１目介護予防サービス等諸費、こちらに

ついても、令和２年度まで事業予算介護予防サー

ビス費から特例介護予防サービス計画給付費まで

の八つの事業予算を当該事業に統合したものでご

ざいます。本年度予算８,３０５万円、前年度比

は、統合前の事業予算合計７,８４３万円とな

り、４６２万円の増でございます。主な増は介護

予防サービス給付費及び地域密着型介護予防サー

ビス給付費でございます。 

 次に、３項１目審査支払い手数料は、前年度同

額の２４７万８,０００円となっております。 

 次に、このページから２３１ページになります

が、４項１目高額サービス等諸費、こちらも令和

２年度までの高額サービス費と高額介護予防サー

ビスの二つの事業予算を当該事業に統合したもの

でございます。本年度７,５１０万円、前年度比

は７４２万円となり、９０万円の増でございま

す。主な状況は高額介護サービス費でございま

す。 

 次に、５項１目高額医療合算介護サービス等費

も、令和２年度まで事業予算高額医療合算介護

サービス費と高額医療合算介護予防サービス費の

二つの事業を当該事業に統合したものでございま

す。こちらの予算については、本年度９７万円、

統合前の事業予算と同額で計上してございます。 

 次に、６項１目特定入居者介護サービス等費

も、同じく令和２年度までの事業予算、特定入居

者介護サービス費から特例特定入居者介護予防

サービスの四つの事業をまとめたものでございま

す。本年度予算１億８６３万円、前年度比は１億

８６７万円となり、４万円の減でございます。 

 次のページになります。 

 ３款地域支援事業費１項１目介護予防生活支援

サービス事業費、事業予算名は介護予防生活支援

サービス事業費でございます。本年度７,０００

万円、前年度比３００万円の減でございます。主

な理由は、訪問系、通所系が利用者の減となって

いるものでございます。 

 次の事業予算名、介護予防ケアマネジメント事

業費、本年度８６３万６,０００円、前年度比１

７３万１,０００円の減でございます。こちらは

ケアマネジメント委託料の件数が減となったもの

でございます。１目合計７,８６３万６,０００

円、４７３万１,０００円の減額でございます。 

 ２目一般介護予防費、事業予算名、介護予防事

業費は、本年度４１３万４,０００円、前年度比

３９４万４,０００円の減で、報償費が皆減、委

託料は地域介護予防生活支援事業委託料及び生活

支援サポーター養成委託料が一般会計の重層的支

援体制事業に移行による減。また、令和２年度ま

で２目に計上していた介護予防事務職員人件費は

一般会計１３款職員費へ移行し、事業予算は廃止

となり、９９３万７,０００円の減。２目合計で

ございますが、４１３万４,０００円、１,３８８

万１,０００円の減でございます。 

 次に、このページから２３５ページになりま

す、３目包括的支援及び任意事業費の事業予算

名、任意事業費でございます。本年度９４８万

４,０００円、前年度比３０５万２,０００円の増

で、委託料に新規事業の医療介護連携事業委託料

を計上したことによる増。なお、令和２年度まで

３目に計上していた地域包括支援センター運営費

は、一般会計の重層的支援体制事業に移行し、事

業予算は廃止となり、１,９１２万３,０００円の

減。次に、包括支援公用車管理費も同じく重層的

に移行し、事業予算は廃止となり、１１８万１,

０００円の減。あわせて、包括的支援事業職員人

件費は、同じく一般会計１３款職員費へ移行とな

り、事業廃止となり、４,００２万４,０００円の

減。３目合計９４８万４,０００円、５,６８２万

６,０００円の減となっております。 

 次でございます。 

 ４目審査支払手数料でございます。こちらにつ

いては、本年度２１万円、４万２,０００円の減
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となっているところでございます。 

 次に、４款でございます。保健福祉事業費、１

項１目訪問介護利用者負担助成費でございます。

こちらについては、前年度同額の２４万円を計上

しております。 

 ５款基金積立金１項１目基金積立金は、介護保

険財政調整基金積立金として、前年度同額の１万

円となっているところでございます。 

 ６款公債費１項１目利子は、利子償還費（介護

保険会計）で、こちらも前年度同額の１０万円と

なっております。 

 ７款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料還

付金は、前年度同額の５０万円。 

 ２目償還金は、前年度同額の１万円となってい

るところでございます。 

 ２項１目繰出金は、新たな事業予算で介護保険

特別会計から一般会計の重層的支援事業体制整備

事業及び一般会計の１３款職員費に移行した事業

の財源として、１号被保険者の保険料分を一般会

計へ繰り出すもので、本年度１,４８６万８,００

０円、こちらについては皆増でございます。 

 次に、このページから次の２３７ページの８款

予備費でございますが、こちらについては、本年

度３３８万６,０００円、２２万５,０００円の減

でございます。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入でございます。 

 介保２１６ページをごらんください。 

 それでは、１款保険料１項１目第１号被保険者

保険料でございます。本年度予算５億７,０００

万円で、前年度比１,３００万円の増となってい

るところでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料は、

前年度同額の１,０００円。 

 ３款国庫支出金１項１目介護保険給付費は、本

年度４億７,８６３万５,０００円、４４１万８,

０００円の増となっております。こちらについて

は、支出の給付費、介護保険の給付費の増が要因

となっております。 

 ２項１目調整交付金、本年度１億５,７３０万

４,０００円、１２９万９,０００円の増で、こち

らについても給付費の増によるものでございま

す。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度２,４３９万

３,０００円、２,２４１万４,０００円の減でご

ざいます。こちらについては、地域支援事業の一

部が一般会計の重層的に移行したことによるもの

でございます。 

 ３目介護保険事業費補助金は、本年度１１２万

４,０００円、７６万円の増となっているところ

でございます。こちらについてはシステム改修費

が今年度増加したことによるものでございます。 

 ４目保険者機能強化推進交付金は、前年度同額

の１００万円でございます。 

 次に、４款支払基金交付金１項１目介護給付費

交付金は、本年度、７億１,９８８万２,０００

円、前年度比１９４万７,０００円の増となって

おります。こちらも給付費の増によるものでござ

います。 

 ２目地域支援事業交付金は、本年度、２,４０

７万円、３３７万１,０００円の減。こちらにつ

いては、事業が一般会計の重層的支援事業等に移

行したことによるものでございます。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は、本

年度、３億８,７８９万８,０００円、２７４万円

の増でございます。こちらも給付費の増となって

いるところでございます。 

 次のページになりますが、２項１目地域支援事

業交付金、こちら、本年度１,１１９万５,０００

円、こちらについても地域支援事業の一部が重層

的支援事業に移行したことによるものでございま

す。 

 ２目介護サービス利用者負担軽減事業費補助

金、こちらは前年度同様の１８万円で計上してご

ざいます。 

 ６款財産収入１項１目利子及び配当、こちらに

ついても前年度同様の１万円で計上しておりま

す。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は、本年

度、３,３２７万４,０００円、２７５万３,００

０円の増でございます。こちらについては、給付

費の増によるものでございます。 

 ２目地域支援事業繰入金は、本年度予算１,２

１９万５,０００円、１,１２０万７,０００円の
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減でございます。こちらについては、地域支援事

業の一部が重層的支援のほうに移行したものによ

るところでございます。 

 ３目その他繰入金は、本年度、６,８７９万２,

０００円、２,７４８万円の減。こちらについて

は、介護保険係の職員の人件費等が、一般会計の

１３款職員費に移行したものによるところでござ

います。 

 ２項１目財政調整基金繰入金は、本年度６７１

万４,０００円、前年度比１,２０５万６,０００

円の減となっております。予算書のその下の丸と

書いて介護サービス事業勘定繰入金となっている

ところでございますが、こちらは令和２年度まで

３項１目でございましたが、地域包括支援セン

ター運営費が一般会計の重層的のほうに移行した

ため、介護サービス勘定から一般会計のほうに繰

り出すことにより、皆減となる１,０６８万６,０

００円の減額となるものでございます。 

 ８款繰入金１項１目繰入金は、前年度同額の２

００万円。 

 ９款諸収入１項１目第１号被保険者介護保険料

延滞金は前年度同額の１万円。 

 ２目過料は前年度同額の１万円。 

 ２項１目第三者納付金でございますが、こちら

も前年度同額の１万円でございます。 

 次のページになります。 

 ２目返納金、こちらについても前年度同額の１

万円でございます。 

 ３目雑入でございますが、本年度３万６,００

０円、４万９,０００円の減でございますが、こ

ちらは雇用保険個人負担金が一般会計１３款の職

員費へ移行したことによる減でございます。 

 以上で介護保険特別会計の保険事業勘定につい

ての説明は終わらせていただきます。 

○川村委員長 福祉課長、すみません、１時間

回ったので、２０分まで暫時休憩といたします。 

午前１１時０９分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 福祉課の説明を続けます。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、続きまして、第３条

に規定しておりました介護サービス事業勘定のほ

うの説明をさせていただきます。 

 介保２４２ページをごらんください。すみませ

ん、２５０ページでした。すみません、ごめんな

さい。２５０ページをごらんください。 

 こちら、介護サービス事業勘定の歳出でござい

ますが、１款１項１目一般管理費は前年度同額で

ございます１万円を計上させていただいておりま

す。 

 ２款諸支出金１項１目繰出金は、本年度１,２

２３万７,０００円、１５５万１,０００円の増で

ございます。こちらについては、介護予防サービ

ス計画収入でございます。 

 ３款予備費でございますが、こちらも前年度同

様の１万円でございます。 

 次に、歳入を説明させていただきますので、介

保２４６ページをごらんください。 

 歳入でございますが、１款サービス収入１項１

目介護予防サービス計画費収入でございます。こ

ちら、本年度１,２２５万６,０００円、１５５万

１,０００円の増となっているところでございま

す。 

 ２款諸収入１項１目雑入は、前年度同額の１,

０００円で計上させていただいております。 

 以上で、介護サービス事業勘定の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、昨日提出いたしました令和３年度

予算審査特別委員会追加要求資料の説明をさせて

いただきます。Ａ４で４枚ものでございます。 

 こちら、追加要求資料といたしまして、指定管

理料の計算根拠の資料というところでございま

す。こちら、福祉課所管としては、３款民生費１

項社会福祉費１目の社会福祉総務費の社会福祉施

設指定管理料でございます。福祉課の所管といた

しましては、授産施設指定管理料、こちらぽぽろ

館の指定管理料、②番としてはさくら共同作業所

指定管理料、③番としてゲートボール場の指定管

理料と、３施設を指定管理しているところでござ

います。 

 それでは、次のページ、別紙１をごらんくださ
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い。こちら、別紙１でございますが、こちら、ぽ

ぽろ館の指定管理料でございます。こちら、令和

３年度の予算計上の積算内訳といたしまして、一

番上のほう、収入項目で収入合計、下段の支出項

目、歳出合計、こちら支出合計から歳入を引いた

金額、４,１６４万３,０００円、こちらが令和３

年度の予算となっているところでございます。内

訳については、詳細をごらんいただきたいと思っ

ております。 

 次のページ、別紙２でございます。こちら、さ

くら共同作業所でございます。こちらについて

は、収入はございません。支出項目として、合計

３４８万５,１６０円と提案いただいているとこ

ろでございます。予算については３４８万６,０

００円を計上しているというところでございま

す。こちら、年度は３１年度から３３になってい

ますが、平成３３年度分が令和３年度分というと

ころでございます。 

 次に、別紙３でございます。こちらはゲート

ボール場の指定管理料でございます。ゲートボー

ル場についても、こちら、収入はございませんの

で、維持管理経費だけでございます。支出合計が

５０万円、こちら令和３年度、真ん中でございま

すが、こちらについても５０万円のところを、予

算５０万円、令和３年度に計上しているというと

ころでございます。 

 簡単ですが、説明は以上になります。 

 こちらについては、以上で福祉課所管の予算に

ついての説明を終わらせていただきますので、御

審査のほどよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、４点ほどお聞きしたいと

思います。 

 まず、ナンバーの３、民生委員の関係ですけれ

ども、定員が幾らで、令和３年４月１日現在では

何人なのか、それをちょっと教えていただきたい

と思います。 

 それから、二つ目は、ナンバーの６、介護保険

特別会計繰出金の関係でございます。これを見ま

すと、４億１,４００万円に対しまして、昨年

が、昨年よりも３,５００万円減ということに

なっていますけれども、実際、介護保険計画で

は、１号被保険者の保険料が上がるということに

なっていますよね。そうしますと、総費用額、こ

れが膨らむということで、それぞれ持ち分である

１号、２号、それから国、それから町というふう

に、それぞれふえていくはずなのでね、理屈は。

それが３,５００万円も減にするということは、

ちょっと理屈は合わない。これ、単純な話ですけ

れども、どうも介護保険料が上がって、繰出金、

町の負担金が下がるということは、ちょっと理屈

ではあり得ないということですよね。 

 これと同様に、後期高齢者医療特別会計、これ

は昨年が５億７４６万円で、今年度が５億４,１

７２万円、３,４００万円上がっているのです

よ。通常、後期高齢は別にしましても、通常、繰

出金というのを計算上、幾ら実績でぼってきて

も、こんなに減るということはまず考えられない

ですよね、理屈的に。そこら辺の理由をちょっと

教えていただきたい。 

 それから、ナンバー８、障がい者福祉、これ、

説明ありましたけれども、扶助費ですね、８億

７,５１２万８,０００円で、２,５１２万８,００

０円、今度増えている。これは前年度の実績によ

るという話なのですけれども、特に障がい児通所

給付費、これが２,２６４万６,０００円、前年度

実績による増。２,２００万円も増えますか。増

えているのでしょうけれども、実際そうなると、

もともとの設定そのものがちょっと考えにくくな

りますよね。２,０００万円ですよ。１億８,７０

０万円からに対して２,２００万円という話にな

れば、率的にという議論になれば、そうでもない

かもわからないですけれども、前年度実績による

増でこれほど増やすというのは、増だけで増えま

した、実績で増えましたというだけではなくて、

もう少し何か理由、こういう理由でというあれで

ないと、単に減になりました、増になりましただ

けではなかなか理解しがたいので、そこら辺、も

う一度ちょっとお願いしたい。 

 それから、ナンバー１３、健康センターですけ

れども、これについては３３０万円減。この中の

主なものを見ますと、燃料費、灯油、１３５万
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８,０００円減、それから上下水道１２０万円、

これでほぼそれに近いような数字になるのですけ

れども、これも同じように前年度実績による減。

この理由をやはり説明していただかないと、

ちょっと申し訳ないですけれども、そこ、よろし

くお願いします。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、御質問のナンバー３でご

ざいます。民生委員児童委員費、現在、定員７５

名に対して６６名、９名欠員というところでござ

います。 

 続きまして、ナンバー６、介護保険特別会計繰

出金でございますが、こちら、３,５９３万４,０

００円減になった理由でございます。田村委員の

おっしゃるとおり、給付費は伸びています。この

一般会計から特別会計に繰り出す中身といたしま

しては、介護保険の給付費の町の持ち分、あとは

地域支援事業の一部の持ち分、そして介護保険の

賦課徴収にかかる、俗に言う、今私どもの組織で

いう介護保険係の人件費、こちらについて、令和

２年度まで特別会計から一般会計に繰り出してい

たというところでございますが、令和３年度でご

ざいますが、先ほど来、重層的、重層的と何回も

説明させていただきましたが、地域支援事業の一

部について、一般会計の重層的体制支援整備事

業、この資料でいうナンバー４のほうにお金とい

うか人件費等々が移行になるというところでござ

います。よって、今まで一般会計から特会に繰り

出していたものが、一般会計から、１３款とかの

民生費の重層的なほうの一般会計のほうにとどま

るというところでございますので、実際、給付費

分は伸びてございますが、介護保険係の人件費は

今まで丸々一般財源、１００％一般会計で持って

いた。そちらについては、今回、特会のほうの人

件費から落とさせていただいて、１３款の職員

費、一般会計のほうに介護保険係の人件費をつけ

た。あとは包括支援センターの職員の人件費の１

２.５％の持ち分、町の分についても、包括支援

センターも一般会計の扱いになりましたので、一

般会計にそのまま残ると。あとは特別会計の重層

的な部分の事業費の一部については介護保険から

一般会計の重層的に移行されたことによって、一

般会計にとどまるというところでございますの

で、一般会計から特別会計に繰り出す分につい

て、その３,５９３万４,０００円が、今まで繰り

出していた分は一般会計そのままに残るという形

でございますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、ナンバー８でございますが、障が

い福祉費でございます。こちら、扶助費２,５１

２万８,０００円でございます。増加したという

ところでございます。確かに当初予算、令和２年

の当初予算のとり方については少なく計上させて

いただいていて、今年度も１２月の定例会、ま

た、今回の補正の２回にわたり、不足分を補正、

提案させていただき、可決させていただいた、承

認していただいたところでございます。そういっ

た意味では、前年度当初比でいうと、やっぱり

２,２６４万６,０００円が、単に今年度の当初の

部分と来年度、令和３年度の当初の部分の比較で

いうと、今年度途中で補正させていただいた金額

が大体このぐらいになるので、去年のとり方が低

かったというのが実情でございますので、なお、

障がい児の通所についても、ここ数年、毎年利用

者が１％ぐらいずつ伸びてきているというところ

でございますし、また、昨年度から今年度につい

ては、いろいろとコロナ禍の中でサービスの学校

等がお休みが多くなったことで、放課後デイサー

ビス、発達児童相談、児童相談支援の通所のほう

が多くなってきたと、そういうのも現状でござい

ますので、当初の予算の令和２年のとり方、ま

た、ここ最近の障がい児の利用者の伸びを勘案す

ると、こういう形になってしまうというところ

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、ナンバー１３、アップル温泉の健

康センター管理費でございます。こちら、今回の

定例会においても、燃料費と灯油代と上下水道

代、減額補正させていただいたところでございま

すが、なぜこんなに下がったのだというところで

ございますけれども、昨年の今ごろ、源泉を私ど

ものほうで、長年、地下の配管が不具合が多く

て、源泉のお湯を機械室で井戸水と合わせてシャ

ワー用のお湯のほうを、井戸水を加熱していろい

ろと熱交換機でやっていたところなのですが、な
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かなか源泉ポンプからの、量は変わらないのです

けれども、施設の敷地内の配管が老朽化していま

して、効率的な熱交換ができていなかった。本来

であれば熱交換で４０度ぐらいまで井戸水が上が

ればいいところ、灯油のほうを使わないとシャ

ワーの適正な温度に上がらないというところを、

昨年の今ごろ、改善しまして、配管の取り回しを

変えましたので、そういったところ、熱交換の部

分で灯油代が浮いたというところでございます。 

 なお、それに伴いまして、上下水道の、こちら

下水の部分が主になるとは思うのですけれども、

井戸水等の利用の仕方も、適正なお湯が、配管の

改善による適正な湯水が、まだたくさん源泉のお

湯も、熱交換に使わなくてもよくなったというと

ころで、下水道の立米というのですか、使用料が

大幅に減ったというところで、ざっくりかみ砕い

て言うと、施設の配管の取り回しを直したこと

で、効率的な需用費の使い方ができたというとこ

ろで、こういう結果になったというところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 まず、民生委員の関係、９名欠、こ

れはどうなのでしょうか、そのままと言えばおか

しいのですけれども、努力はしているのでしょう

けれども、やはり国で７５名ということは、それ

なりに地域にしっかりとそういう方を配置しなが

ら、日々の困り事だとか、あるいは介護、福祉の

困り事について相談しましょうねというような、

それで７５名配置しているわけですよね。それに

対して６６名という、この９名の欠員というのは

非常に私は大きいのではないかと思うのです。担

当地区を分けていますよね、７５地区。そうでな

いかもわからないですけれども、２人体制、何人

体制、あるかもわからないですけれども、これか

らいけば、９人足りないということは、逆に言え

ば、担当地区、空白の担当地区があるのではない

かと思うのですよね。そういう人方はどうするの

だという話ですよ。やっぱり確かにここには載せ

てきていますけれども、しっかりとやっぱりそう

いう欠員の部分を真剣に補充して、やっぱり町民

の日常の困り事、心配事、こういったようなもの

を少しでも解決するという姿勢、こういうものが

あってしかるべきだと思うのですけれども、そこ

ら辺、もう一度ちょっとお願いしたいと思いま

す。 

 それから、３,５００万円、繰出金の関係です

けれども、その部分の中で２,９００万円ぐらい

でしたか、人件費どうのこうの。これを一般会計

で持つから繰り出ししませんよという話ですよ

ね、端的に言えば。そうなった場合、私、わから

ないのですけれども、介護保険もそうなのですけ

れども、国保もそうだと思うのですが、ほかの特

別会計もそうですが、その特別会計、特別会計

で、人件費は見るのではないですか。それをこう

いう部分で介護でやっている人件費分を一般会計

で持つというのは、ちょっと意味合いがわからな

いですよね。何か、後でも質問出しますけれど

も、これは担当課長よりも担当部長の考え方だと

思うのですが、子育ての中にも保育所だとか、そ

ういう中で、一般会計で見るよ、あるいはそっち

で見るよという、何かわけのわからない割り振り

がこの中では見受けられると私は思うのですよ。

そこら辺の基準というか考え方をはっきりさせな

いと、やはり任用職員だって人件費の中に組み込

んでというような整理をしているわけですから、

なかなかこういう意味では見えてこないという

か、そこら辺の、後でまた質問しますけれども、

一応そこら辺の整理をしたい、考え方をお聞きし

たいということです。 

 それから、重層的というけれども、なかなかわ

かりにくいですね。予算書を見て、どうするのだ

と言われても、ちょっと理解しがたいということ

で、もう少しわかりやすいパンフがあるかどうか

ですね。重層的支援体制整備とはとか、何かあれ

ば、そういうものを見せていただきたいというふ

うに思います。 

 それから、扶助費ですね。ここの部分について

は、私、一番これ、心配しているのは、前年度実

績によると、先ほどの説明の中にも、当初予算を

少なくして、そして後半に補正をしていく、こう

いうことをやるというのはやはりよくないと思う

のですね。やはりしっかりと年度当初にこれだけ

かかりますよというのが予算ですから、ただ何と
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なく今までは人が増になったとか何とかというこ

とで、仕方ないねというような流れですけれど

も、これだけ財源がなくなってくると、スタート

するためにぐっと抑えているのではないかとい

う、変な気の回し方を私はしてしまうのですよ。

福祉関係は特に経常経費比率がもろに上がる分野

ですよね。今９２％でしたかね。それ以上上がっ

ていく。そういうような調整のために、こういう

ふうに一般だとか特別だとかに、何というのです

か、調整するための割り振りのような、あるいは

下げておいて、後で様子を見ながら上げましょう

みたいな、もしそういう意図があるとすればとん

でもない話ですから、特に福祉などというのは、

町民の生活に直結する話ですから、そういうこと

はないと思いますけれども、そこら辺の考え方を

ちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、民生委員のほうでござい

ます。ナンバー３でございますが、御指摘のとお

り９名欠というところでございます。当課といた

しましても、空白となっている町内会等の会長さ

んとかのところを頻繁に回り、会長さんと一緒に

候補者を一緒に勧誘しに回っていますが、なかな

か首を縦に振ってくれないというのが現状でござ

いますので、また町内会等の総会等も近いので、

またそこの場で顔を出し、役員さん等にまたお願

いしてやるというのを実践してまいりますので、

御理解のほどお願いします。 

 また、空白地の対応については、近隣の民生委

員さん、あとは地区民協といった中学校区ごとの

民協もありますので、その中でいろいろ協力して

いただきながら、また、うちの職員もそこに入っ

て、空白の部分の対応をしていくというのが現状

でございますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 次に、重層の職員配置でございますが、介護保

険施行規則のほうの会計のつくり方というマニュ

アルなのですけれども、その中で賦課徴収にかか

る部分の介護保険職員については、特にそこの市

町によって機構が違いますので、特にそこの人件

費、賦課徴収にかかる人件費については介護の特

会のほうには必須ではないというところで確認し

ております。 

 また、今回のこの重層的体制整備支援事業につ

いてなのですが、これ、社会福祉法が改正になり

ましたので、その部分が体制の構築の仕方につい

ても各法律が、社会福祉法の改正に伴いまして一

部改正されているというところで、私どものほう

も動かさせていただいているので、今のところは

法が変わらない限りはまた一般会計のままでいっ

ても構わないと。 

 また、包括支援センターの運営については、完

全に一般会計の重層的体制整備支援事業のほうに

移行という形の法になっていますので、そちらに

ついてもそうなっているというところでございま

す。 

 あと、先ほどから重層的、重層的と言っていま

すので、パンフレットについて、私が、国からと

かも来ているのですけれども、国からのを見ても

私もあまり理解しがたいパンフレットなので、私

なりにつくったパンフレットはありますので、そ

ちらについては住民周知用でも今後していかなけ

ればならないパンフレットがありますので、後ほ

ど配付でよろしかったでしょうか。 

 あと、障がい福祉の部分の扶助費でございます

が、予算の計上の仕方でございますよね。確かに

議員のおっしゃるとおりでございますので、確か

に昨年のちょっと予算のとり方が低すぎたという

ところでございます。 

 また、この予算を積算する上で、障がいの、介

護もそうなのですけれども、サービスを使って、

予算を来年度積算するのが１０月から１１月にか

けて次年度の予算を積算しますので、そうなって

くると、国保連からの請求がその時点で８月分と

か９月分の、４、５、６、７、８、９、半年分の

実績ベースでまずは推計していくという形になっ

て、次年度の予算を組み立てていかないとならな

いという、ちょっとデータ的に半分のデータで積

算しなければならないというところでございます

ので、そういったところでは多少の上下、扶助費

については下がることはないとは思うのですけれ

ども、そういった部分で、精度に欠けている部分

はございます。そういった意味では、今回、大幅

な扶助費のほう、２,２６４万６,０００円増とい
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うところで、議員のおっしゃるような実際に近い

ような形のものを、半年の実績をもとにつくらせ

ていただいて、今回、提案させていただいたとい

うところでございますので、過去のとり方につい

てはちょっと低くて、毎回補正対応させていただ

きましたが、今回についてもある程度決算ベース

に近い形のもので、令和元年の決算ベース、もし

くは令和２年度の途中までの進捗状況を反映した

予算どりとなってございますので、そちらについ

ては御理解のほどいただきたいなと思います。 

 また、先ほど来、ちょっと私、障がい児のほう

のサービスが毎年毎年伸びているというところで

ございますので、来年度においてはこのままプラ

スの補正、追加補正はしないというわけではござ

いませんので、その辺については御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 先ほどの重層的な部分に関しま

しては、令和３年から国が新たな事業ということ

で進めるという話で出たものでございまして、今

までも各それぞれの担当において、例えば民生部

であれば保健センターのほうに子育て包括だと

か、子育て支援センターだとか、そして福祉課の

窓口のほうでは高齢者の包括支援センターだと

か、今の障がい者の窓口だとか、それぞれが担当

が別々でやっていると。同じ民生部ではあるので

すけれども、そういうものをどこに行ってもワン

ストップサービスで、お互いに横の連携をもっと

深めて、そういう住民の方がどこに行っても、例

えばそこの家庭が高齢者もいて、子供さんもいる

といった場合には、高齢者だけでは済まないの

で、そういう部分を一体的に行える窓口を構築し

ていこうという形で、今回、こういう予算の大き

な組みかえにはなりましたけれども、そういう住

民の方々がより利用しやすい窓口を求めて、この

ような形で令和３年度から進めてまいりたいとい

うことで、人件費のほう、ちょっと会計間を超え

たやりくりというのも多少出てきて、なかなか予

算で対比もしずらいという状況にはありますけれ

ども、より住民のサービスが向上して、有利な国

の補助も、これに移行することによって有利にな

るということもありますので、時代に即した形で

対応してまいりたいと思いますので、その辺、御

理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○田村委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 何点かちょっとまとめて質問させて

いただきます。 

 まず、共通様式のナンバー１のところで、扶助

費のところで、福祉灯油事業助成券購入費という

ことで、冬期関連予算補正対応によりということ

で、全額載っていないのですけれども、これは令

和２年の予算には当初から載せていたということ

で、これは予算編成方針でこういう予算は落とす

というようなことのようなので、福祉課にお聞き

するのはどうなのかと思うのですけれども、この

辺の落とした理由とか、その編成方針のようなも

のをちょっと教えていただきたいなと思います。 

 自分の考え方を言わせてもらえば、このぐらい

の金額は載せて、こういう事業を継続するのだと

いうことでアピールする必要があるのではないか

なという気はするので、そこのところをよろしく

お願いします。 

 それと、ナンバー３で、同僚議員が質問してい

ました民生委員の人数と欠員の関係なのですけれ

ども、ここに載せている報酬というのは何人分の

報酬ということになるのでしょうか。欠員のまま

の報酬というか、ここで見ていると、前年度実績

見込みによる減ということなので、欠員のままの

数字なのか、これからまだ増やすのだという、そ

の増やした人数を入れた形の予算になっているの

か、そこのところをちょっと確認したいなという

ふうに思います。 

 それと、ナンバー１３の健康センター管理費の

ところで、予算が３,４２８万７,０００円で、歳

入、これ全部足すと３,４２８万６,０００円に

なって、プラマイゼロで収支とんとんというか、

収入で全部経費が賄っているような形になるあれ

があるのですけれども、これ、無理やり歳入の数

字をこの支出にあわせたのか、収入の支出から無

理やり支出をあわせたのか、そういうような調整
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はなくて、たまたまこういうようなことであれし

たのかどうか。このほかに、９月の補正等で除雪

だとかいろいろなものが出たりすると、ちょっと

費用のほうが増えてくるのかなという感じはある

のですけれども、そこのところをちょっと教えて

いただきたいなと思います。 

 それと、資料要求して出してもらった指定管理

料のこの数字なのですけれども、これは指定管理

者を決めるときの募集の中で、どのぐらいの費用

がかかるということで出しているのですけれど

も、これは１回そういうふうに出てしまったら、

もう下げるとかというようなものはあり得ないも

のなのですか。例えば５０万円と決めたら、５０

万円を下げるというような、そういう検討という

のはあり得ないのか。それとも、５０万円という

ことで指定管理者と契約してしまうので、その数

字はもうそのままになってしまうのかなと。指定

管理者を決めるときには、当然、議会の承認を得

ているので、我々がその数字を債務負担行為に

載っているので問題はないと思うのですけれど

も、できるだけ、当初こういう数字だったけれど

も、努力で少し減らして何かやるというような、

そういう要素はないのかどうか、そこのところを

ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それと、すみません、福祉課に聞くのがいいの

かどうかちょっとわからないのですけれども、コ

ロナウイルス対策で、施設でＰＣＲ検査をやる費

用を補正で出すというような形がありまして、あ

れは４月以降、どうなるのかなというところで、

福祉課ではない、別な課のところだというならそ

こであれするのですが、それともこの予算の中に

もう既に盛られているのかどうか、そこのところ

をちょっと確認させてください。 

 以上です。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、若山委員のほうの質

問についてですが、ナンバー１のほうの扶助費の

福祉灯油、昨年４２０万円で、今年度ですね、し

ていたところ、来年、当初ゼロで補正対応だよと

いうところの資料でございますが、当然、おっ

しゃるとおり当初予算に載せられればあれだった

のですけれども、冬期関連予算については一律９

月以降の補正でというのがありましたので、そこ

をほかの課も一律そういう形になっているので、

福祉課のほうも冬期関連についてはこのような形

で対応させていただいたというところでございま

す。 

 次に、民生委員の報償費等でございますが、こ

ちら、当初予算で、先ほどの９名欠のまま、７５

名中の６６名分の予算で計上しております。途中

で増えた場合、また途中で、こういう言い方はあ

れですけれども、また補正で対応したいなと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、健康センター、アップル温泉でございま

すが、こちらについては歳入と歳出ちょんちょん

で計上させていただいております。こちら、営業

努力では、この歳入の目標に近づけるように努力

していきたいという形の今回の予算の、去年も歳

入歳出がイコールでございますが、そういう形で

やらせていただくというところでございます。 

 あと、指定管理の部分ですね。指定管理、役

場、担当課のほうで指定管理を公募する際に、あ

る程度の金額は示して公募はしていると。それぞ

れの施設の種類によっては金額がばらばらです

が、それぞれのアッパーを決めてやっていただ

き、提案をしていただいて、その範囲内であれば

いいねという形で指名のほうの決定をさせていた

だき、議決で承認いただくと。それで３年間の指

定管理をさせていただいて、債務負担行為で同額

を指定管理料として計上させていただくという形

でございます。役場のほうの提案の金額は公募の

際、オープンにしていますけれども、申し込みの

際、その公募の際、示した金額以下での応募もご

ざいましたので、応募する法人、団体等によって

はそういうところもあったというところでござい

ますので、そこの申し込み、応募する団体等に

よってはそういうところも努力してやりますよと

いうところもございます。 

 役場のほうについても、福祉課においても、こ

の三つの施設においては、授産所については社会

福祉法で決められた施設でございますので、そう

いった意味では、努力のほうではいろいろなもの

を削れというわけにはいかないので、どちらかと

いうと障がい者の方が通所して就労Ｂという施設
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でございますので、そういった意味では一般の就

職の中間で訓練等するような施設でございますの

で、いろいろとそういうところではいろいろな民

間からのお仕事をもらいながら作業をして、工賃

の収入を上げていくという部分を目標にしていま

すので、そういった意味では、あまり努力して何

とかという形でも言いますけれども、なかなかそ

ういった意味では厳しいのかなと思っておりま

す。 

 また、ゲートボール場とさくら共同作業所につ

いては収入がないというところでございますの

で、そういった意味では、役場の提案している金

額で頑張っていただきたいという考えでございま

す。ご理解のほどよろしくお願いします。 

○川村委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 今の４点目と５点目、コロナの

ＰＣＲ検査の関係と、私のほうから。今、福祉課

長が指定管理のことを答弁していましたけれど

も、指定管理者制度の部分は、金額を示して、

サービス、プロポーザル型なので、サービスと金

額とで事業者から応募していただきます。残念な

のが、今、競争相手がいないということで、この

金額の競争力が働いていないというのが現実だと

いうふうに思います。本来は役場で算定した金額

よりも低ければ低いほど特典がということで、そ

こで競争が働くわけですけれども、今現在、どこ

も大体１社の公募で済んでいるという自体で、今

後、そういう部分で競争相手が出てくるような形

での公募なども担当課とも協議していきたいとい

うふうに思います。 

 それから、コロナ、ＰＣＲ検査の４月以降の対

応ですけれども、これはこれからというか、次の

全員協議会で御説明するというふうになっており

ますので、新年度に向けても考えているというこ

とで答弁させていただきます。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員、すみません、お昼にな

りましたので、暫時休憩いたしまして、１時から

また再開いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５８分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 福祉課に対する質疑を続けます。 

 若山委員。 

○若山委員 先ほどの答弁に対して、少し確認さ

せていただきたいと思います。 

 ナンバー１で出てきた冬期関連予算補正対応、

この冬期に使うものは予算に載せないとかという

のはどういう考え方なのかと、福祉課の課長に聞

くのはちょっとあれなのかもしれないのですけれ

ども、きのうはコロナで行事がやれるかどうかわ

からないものについては様子を見ながらやるとい

う説明であれだったのですけれども、この冬期関

連予算補正対応にというのは、今までは除雪費用

は９月の補正でやるということで、１億円とか大

きな金額があったのですけれども、こういうもの

をまとめて載せないという考え方について、

ちょっと福祉課からは離れるのですけれども、教

えていただきたいなと。あと、どのくらいあるの

かなというのもちょっと気になるところで、４２

０万円ぐらい載せてもいいのかなという気が、先

ほども説明したのですが、あるので、ちょっとそ

このところをお願いしたいなというふうに思いま

す。 

 それと、先ほどちょっと質問し忘れてあれだっ

たのですけれども、新しいイニングに入って申し

訳ないけれども、ナンバー１０の負担金、補助及

び交付金のところで、成年後見制度利用支援事業

補助金ということで１０７万３,０００円で、３

３万６,０００円増えましたと。制度利用者１名

増によるというのですけれども、１名、制度を利

用したら３３万６,０００円かかるという、そう

いうことなのかどうか。この成年後見制度利用支

援事業の七飯町の関わりというか、どういう仕組

みなのかをちょっとすみませんけれども教えてい

ただければなというふうに思います。 

 それと、民生委員の関係でいきますと、やはり

予算は全額上げないと、欠員があるままでの予算

というのはちょっとよろしくないのかなと思うの

ですけれども、その辺はどうなのでしょうか。多

目にプールしているので、足りなくなることはな



－ 21 － 

いので、不足した段階で補正を組むという発想も

あるのかもしれないのですけれども、当初から七

十何人定員で、これから増やしていくのだという

ようなことであれば、全員分の報酬を一応予算と

して上げておかなければまずいのではないかなと

思うのですけれども。災害対策の関係で民生委員

が要支援者のどうなっているか見るとか、何かす

るとかというのは、去年、アンケートとかあっ

て、非常に活躍してもらわなければいけない要素

もあると思うのですけれども、そこのところをも

う一度考え方を教えていただければなと思いま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、それでは冬期の予算につ

いての基本的な考えというところでございます

が、確かに冬期の予算、昨年までは、福祉灯油に

ついては当初から載せていたところでございま

す。ここの部分について、ここ数年、冬期の予算

については、除雪も含めて、あとは道路の除雪以

外の各施設の敷地の除雪等についても、冬期対応

というところで、ここ数年、ずっと対応してきた

ところでございます。 

 そういった中で、今回、福祉灯油については１

１月１日からの事業実施というところで、毎年翌

年３月までの５か月間でございますので、そう

いった意味で、今回は冬期の補正の対応となった

というところでございます。そういった意味で

は、委員のおっしゃられるとおり、当初から載せ

ていてもという意味では重々理解はしています

し、当課としてもそうしたいなと思っております

が、今後、役場の方向性を見極めながら、令和４

年度について検討してまいりたいというところで

ございます。 

 次に、民生委員のほうでございますが、まさに

若山委員のおっしゃるとおりなのですが、当初か

ら７５名分のフルで予算を見て、埋めていくぞと

いう予算上の意気込みを見せたほうがいいのかな

というところではあります。先ほども答弁しまし

たが、当課においても不足分については一生懸命

フルの人数にするように努力はしてまいります。

そういったところで、今回についてはちょっとこ

のような形の予算計上になりましたが、次の予算

のときにはフルの人数で上げられるように努力は

していきたいという考えでございますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、障がい者福祉費の成年後見制度でござい

ますが、こちら、成年後見制度の補助金でござい

ますが、こちら、七飯町の関わりなのですが、七

飯町の生活保護の被保護者の方で成年後見制度を

利用する際、後見人の方、障がい者の方で面倒を

見る後見人の方について、報償費とか発生するも

のでございます。そちらについては裁判所のほう

で審判で年間幾らだよというところで審判がされ

るところでございますので、一概に１人３３万

６,０００円というわけではないのですが、基本

的に１か月１人２万８,０００円程度が基本ライ

ンというところでございますので、そういったと

ころで１２か月分の部分を見させていただいてい

るというところでございます。それで２万８,０

００円の１２か月分の１人分で３３万６,０００

円という形で計上させていただきますが、裁判所

の審判によっては金額が変わってくるのだろうな

と思っております。 

 答弁漏れないですか。大丈夫ですか。 

 以上でございます。 

○若山委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問。 

 横田委員。 

○横田委員 ぽぽろ館の件なのですけれども、今

回も指定管理で３年間やるよということなのです

けれども、今、昔と違って、Ｂ型の就労というの

は結構あちこちでやっているし、もうぽぽろとし

ての目的は果たしたような気がするのですよね。

だからそれというのは、やはりこのままずっと続

けていくのかどうかというのを考えてもらいたい

なと思います。今でも利用者が大野に行ってシイ

タケをとってくると、そういうので高い賃金をい

ただいているというふうな話も聞きますので、こ

れで地元の七飯町内のそういう農家と農福連携で

やっているというのだったらわかるのですけれど

も、他町村まで行ってそういうことをするという

のはちょっとあまり望ましい姿でないよねと思う

ので、町内にあちこちに就労のＢ型というのはや
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るところが増えているし、もしこれを残すのだっ

たら、もう本当に民間にお任せするとかというこ

とを考えていく時期でないかと思うのですよね。

その辺、どういうふうに考えているのかというこ

と。 

 それから、重複的支援体制というの、これは町

長の施政方針演説を見ると、相談しやすい環境、

専門職の連携、切れ目のない支援、それから町民

の社会参加の支援、そういうのを柱にして進めて

いくよと。そして障がい者も高齢者も一緒になっ

てまちで暮らしをしていこうという地域共生社会

というのを目指していきますよと書いてある。で

も、この予算書を見ると、どうもそういうのが感

じられないよね。何かあっちから持ってきて、

こっちから持ってきてやっているよねというのが

すごくあるし、一番気になるのは、福祉課そのも

のの体質というのが包括支援センターもセンター

長も、それから障がい係の係長さんも、たしかか

なり在籍しているというふうに私は思うのですけ

れども、今もうどのぐらいやっているか、ちょっ

と教えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、アップル温泉の電気料を好日園とデ

イサービスから２６４万円、たしか電気料をいた

だいている。でも、ポンプがあまりにも早い交換

になるのだったら、そういうところにお貸しし

て、一般の町民に迷惑をかけるというのは、これ

は本末転倒ではないかと思うので、やはり前に

も、今後はなるべくだったらそういうところに貸

すということはしないで、本来のアップル温泉だ

けの目的でやっていくというようなたしか答弁が

あったので、その辺、どういうふうに考えている

のか教えてください。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、指定管理の部分のぽぽろ

館の今後の方向性というところでの御質問でござ

います。現在、町が設置して指定管理している

と、就労Ｂ施設でございます。委員おっしゃられ

るとおり、今現在は、去年、昨年度、今年度の途

中までは町内の企業のほうに就労、出向いていま

したが、そこの経営状況等々、ちょっと縮小にな

りまして、就労される方々、通所される障がい者

の方々の働き先がなくなり、急遽、大野のシイタ

ケ屋さんが見つかったというところでございま

す。今後、今、方向性的には、ちょっと今、就労

の方向性的には、七飯町内の野菜、今すごく七飯

のブランド化されてきているというところで、ネ

ギ等とか、非常に全国でもいい評価を受けている

というところも聞きましたので、今、ぽぽろ館に

おいてはネギ等の乾燥のものを試作したりして

は、七飯町内の農家さんとも連携しながら、七飯

町内の農福連携を進めていきたいという考えでご

ざいます。 

 今後、将来的に、町のものではなく民に移した

ほうがいいのではないのかと、究極の質問でござ

いますが、それについても、ニーズ、通所者の

ニーズのものもありますので、就労Ｂ、２市１町

の中で、七飯町の町民の方も北斗市に行ったり函

館へ行ったり、逆に七飯町に来てくれたりという

ところで、その通所者の作業の適性とか、自分の

好きなこと、好きな仕事、好きな作業も選べるよ

うな環境で、いろいろなニーズがいろいろなとこ

ろに、２市１町等々にいろいろな、同じ仕事では

ないので、各施設、そういうので選んでいただい

ているという状況もございます。そういった状況

を見極めながら、今後、そういうのも視野に入れ

ながら、今後、町ではなく民間に移譲するという

のも考えの一つだと思いますので、その辺につい

てもちょっと研究してまいりたいと思っておりま

す。 

 あと、重層的でございますが、確かに今、予算

とか施政方針上の中を見たら、あまりイメージは

つかないのかなと思います。まず、今、重層的体

制整備支援事業、施政方針にも登載させていただ

いておりましたが、まずは予算的には相談支援の

部分の予算が一番見えやすいのかなという予算の

つくりでございます。 

 そんな中で、まずは重層的な体制整備支援の中

身でございますが、まずは今、役場、庁舎内、地

域包括支援センターは福祉課のほうにあると。障

がい者の機関相談支援センター、こちらは石川町

のぱすてるのほうに委託していると。子育て世代

包括支援センターは子育て健康支援のほうで担当

していると。新たに北海道渡島総合振興局が実施

主体、北海道が実施主体となっている生活困窮相
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談の一部が七飯町のほうに来ると。これが新たに

加わってくるのかなと。これは地域福祉係で担う

と。この四つの相談を個々に各担当で受けつつ、

先ほど来、部長が答弁したように、いろいろな複

雑化した、８０５０問題であったりとか、高齢者

を見に行ったら無職の５０代の息子がいたとか、

そういったものをトータルでコーディネートす

る、相談する、そういうのを各窓口で１回受けと

めて、複雑化したところの相談については、重層

的な支援を、その複雑化したコーディネーターみ

たいなものを１人置くと。そういった中で、例え

ば役場庁舎外の、例えば消費者相談、若年者支

援、就労支援、あとは児相さんとかのＤＶであっ

たりとか虐待であったりと、役場庁舎外の相談機

関もございますので、そういったところとも連携

して進めていく、そういったコーディネーターを

１名置くというものでございます。そういった中

で、その各機関で集まっていただき、そういう会

議を行い、その方々、その世帯、その方のプラン

をつくり、支援の方向性を共有して、それぞれの

支援機関で役割分担をする会議を行っていくと。

そこがまずは包括的相談支援の受けとめという形

になります。 

 そのプランの方向性の中で、例えば地域で、例

えば高齢者の方が、引きこもりであったり、地域

で活動、誰とも接していないといった場合には、

地域づくり支援事業というもの、新しいものがあ

ります。こちらについては、大中山本町の子育て

支援センターとか、子供の部分であればそうであ

ると。高齢者の部分では、地域介護予防、介護活

動支援事業、こちら、生きがいデイサービス等々

を利用すると。障がいで言えば地域活動支援セン

ター、七飯でいうと翼であるとか、あとは地域

の、例えば町内会であったり、老人クラブであっ

たり、高齢者大学であったりという、多様な団体

のほうをコーディネートを紹介したりしてやる

と。そういった部分で、役場だけではなく、地域

の力、団体さんを一緒に参加できるようなものを

つくっていくというのも新たな事業の一つという

ところでございます。 

 今回、予算の中に、そこの地域活動支援セン

ターの地域づくり事業のお金、あとは子育て支援

センター２か所が地域づくりの部分、あとは地域

の住民主体の地域活動、例えば介護予防、地域で

サークル活動とか、例えばカラオケサークルで

あったりとか、囲碁サークルであったりとか、麻

雀サークルであったとか、経営スポーツサークル

とか、いろいろなところもありますので、そうい

うのを補助していく事業費も今回登載させていた

だいております。 

 そういった意味で、ちょっとぱっと見は相談部

分のところがメインで見えているのかなと思いま

すけれども、事業の内容としては、そういった意

味で、自助、公助、共助の部分をちょっとバラン

スよく載せさせていただいているというところで

ございます。行政と地域の方々との一体的な、各

地域でのそういう高齢者とか、誰もが集えるよう

な場所をつくっていく、かみ砕いて言うと、そう

いうのが居場所づくりで、それが共同部分になり

ますので、そういった部分でそういう予算を載せ

させていただいているというところでございま

す。 

 あとは、アップル温泉の電気料の関係でござい

ますが、昔はアップル温泉の源泉の電気料はデイ

サービスセンター、老人ホーム、アップル温泉、

３か所で、お風呂の大きさに応じた料金を割合で

負担していただいていた、私どもも負担していた

という形でございます。そして、数年前に、ポン

プの維持管理部分については町で担うので、月々

の電気料は二つの施設で負担してほしいという協

定を結ばせていただいて、現在に至っているとい

うところでございます。 

 そういった中で、３年前に壊れたときは、１０

年間ポンプはもちましたので、ある程度の、こう

言ったら言葉は悪いですけれども、七飯町として

は電気料はかなりの負担はなくなったのかなと。

今回たまたま３年でこのような状況になったの

で、ある意味、ちょっと負担が大きくなったなと

いうところのものでございますので、今後、

ちょっとポンプのメンテナンスをまめにしなが

ら、長くもてるような形で、極力そういった意味

でいろいろな経費の負担の考えについてはいろい

ろあるので、３施設のバランスもあるので、今後

もそういうような部分を協議しながら、過去何十
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年にわたってどのぐらい平均で、維持管理で、例

えば修繕で、七飯町でこれだけもったと、電気代

は２者でそれだけもっていると。どっちが有利と

いう言葉はおかしいのですけれども、バランスが

とれるのかというのをちょっと研究しながら検討

していきたいと考えてございますので、御理解の

ほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 包括支援センター、障がいの係

長の在籍年数ですよね。係長になってからですよ

ね。ちょっと記憶にないです、すみません。川合

係長については、すみません、本当に申し訳ござ

いません、今何年かはすぐは出てきません。 

 以上でございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 もう十何年もたったり何なりしてい

る。ほかの係長とか課長さんは定期的にかわって

いるよねというのがあるのですけれども、今こう

やっていろいろなものがあって、重層的な支援体

制のやっぱり中心になるのは、私は包括支援セン

ターだと思うのですよね。包括支援センターが高

齢者と障がい者のところをやっているということ

もあるので、やはりそういうところをやっぱり活

性化していかなければ、悪いと言っているのでは

ないのですよ、やっぱり活性化するにはどうした

らいいのかということを考えていくなり何なりし

ていかなければだめではないかと思うのです。 

 何でそんなことを言うかというと、介護保険の

２２５ページのところに認定調査があって、委託

料で３１２万１,９００円、こんなにあるのです

よ。たしかこれって７,０００円ぐらいでなかっ

たかと思うのですけれども、かなりの数を出し

て、そうしたら直営でどのぐらいやっているのよ

ということだと思うのだよね。やはりそれだけい

ろいろな包括としてやる仕事が増えてきたという

のもあるのだろうけれども、新しく人材だって増

員かけているし、その中で、やはりもう少し活性

化してもらいたいよねと。別に頭を変えろとは

言っているわけではないのですけれども、ただ、

活性化するには、そういうところは漠然と見た

ら、その人たちのところだけはすごい長いよねと

いうのだったらやっぱり困る話だと思うのですよ

ね。だから、そういうところをもう少し七飯町と

して、今、いろいろなことをやっていかなくては

いけない。やっぱり予防というのが、本当に高齢

者の予防は大事だし、すごい勢いで今障がい者の

人たちというのは増えていますよ。やっぱりそれ

というのは、やっぱり何とかしていかなくてはい

けないという部分があるので、やっぱりそれは町

の予算にも、それから財政にも関わってくる部分

があるので、その辺、ちょっと考えていただきた

いと思うので、最後に部長さん、よろしくお願い

します。 

○川村委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 これから高齢社会もますます団

塊世代の方々が７５歳を迎えられるということ

で、七飯のほうも今３４％くらいの高齢化率です

けれども、どんどんそれが増えていくと。そんな

中で、やはりその時代の潮流をきちっとつかん

で、それに対応する福祉体制を組んでいきたいと

いうふうに思いますので、職員の知恵と工夫で何

とか対応してまいりたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 畑中委員。 

○畑中委員 先ほど同僚委員の方が質問した箇所

なのですけれども、共通様式のナンバー８の、

やっぱり七飯町はどんどんどんどん扶助費が増加

している、これまで増加してきたものですから、

特に今回も扶助費の最後のところ、障がい児通所

給付費というのがありますね。この中で、２,２

６４万６,０００円の増と、これはすごく額的に

大きい額なのですけれども、これは、例えば対象

者が増加しているのか、それとも１人当たりのそ

ういった給付の単価が上がっているものか、この

辺についてちょっとお答えいただきたいなと、あ

まりにも多いものですから。 

 まずそれが一つと、それから、アップル温泉の

件なのですけれども、ナンバーの１３ですね。こ

れは例えば歳入のほうと歳出のここを見てみます

と、今回の予算の中では大体、先ほども言ってい

たけれども、とんとんぐらいになると。すごくい
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いことだなと思う反面、逆に私は心配するのは、

例えば今年度の予算の使用料、３,００９万８,０

００円という額なのですけれども、私もたまたま

アップル温泉にお世話になるのですけれども、そ

の中でちょっとお聞きしますと、非常にコロナで

お風呂に入る人が減っているというようなことを

聞いているものですから、実際では、去年もそう

だったのだけれども、おととしあたりからの使用

料と比較して、おととし、去年、今年とどうなっ

ているのだろう、大丈夫なのだろうか、こんなに

多く収入を見積もってもいいのだろうかなという

ふうな気もしているのですが、その辺の一つ考え

方ですね。 

 それからもう一つは、健康センターで、一番

私、ちょっと目にしたのが、委託料の、健康セン

ター清掃業務委託料の、例えば１,１８５万５,０

００円の予算なのですけれども、これについては

８４万２,０００円ほど減になっていると。ただ

し書きのほうに、清掃内容の見直しによる減だ

と。といいますのは、どのような清掃内容を変更

したのか。私もいつも行って見ているのですけれ

ども、非常に清掃が行き届いて、いいなという思

いもしているものですから、これほど内容を変更

して、どんなふうに、あまりお客さんに不快感を

与えるような状況にならないかどうか、この辺、

心配しているのですけれども、この辺についてお

願いします。 

 それから、もう一つ、民生委員の件なのです

が、これは９名ほど、今回、減っているというの

ですけれども、例えば私も民生委員の委員のあれ

に行ったことがありますので、大体あれは知って

いるのですけれども、どちらかというと減になっ

ている地域というのは、まち場のほうでないです

か。田舎のほうはどっちかというと非常に民生委

員が十分に数がいらっしゃると思うのですけれど

も、この都市部に対してのやっぱり人材をどうし

て発掘していくか、やはりこれは根本的に考えな

ければならないなと思うのですね。そして、民生

委員というのはどちらかというと非常に訪問した

際にプライバシーについてどうしても深く聞かな

ければならないという部分がございますので、ど

ちらかというとまち場の人というのはあまり心を

開かないというのか、そういう人が多いのかな

と。で、やっぱり民生委員になり手が、その辺で

苦労するのかなと思っているのですけれども、担

当課はどのような見解を持っているか、なかなか

なり手がいないという点に。 

 それともう一つ、やっぱり民生委員の報酬につ

いては、年だったのかな、１年で幾らというので

したよね。ただ、これは全道一律でないというふ

うにも伺っていますので、七飯町の場合、財政が

厳しいですから、ここでそういった報酬を増やし

てあげたらというのを気持ちの中ではあるのです

けれども、その辺もすごく考えているのか、これ

について、答えのほう、お願いします。 

○川村委員長 畑中委員、すみません、最初の１

問目のナンバー８の扶助費の関係なのですけれど

も、ほかの同僚委員が同じような質問をして、答

えているのですよ。なので、もしよければ違う、

質問を変えるか、ちょっと別な……。（発言する

者あり）ふえてきているという話は出ていたと思

うのですよね。 

 そうしたら、福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、それでは今、扶助費でご

ざいます。障がい児の方々については、障がい者

の扶助費が増えているという御質問ですけれど

も、障害者の利用対象者が増えているというのは

事実でございます。今年度のちょっとデータです

けれども、４月の段階の人数が、障がい児の給付

費の毎月の延べ利用人数なのですが、４月段階で

１１７名だったものが、今、手元のデータが去年

の４月は１１７名で、去年の９月が１４７名と、

３０名ほど増えているというところでございま

す。そういった意味では、一番大きいのは利用者

が伸びていると。それで、９月の段階で３０名伸

びているのですけれども、この伸び率からいう

と、今の段階では多分１７０名近く、延べ、毎月

使っているのかなという形になりますので、一番

大きいのは人数かと思われます。 

 次に、アップル温泉の使用料、コロナの中で、

これだけ見込めるのかなというところでございま

すが、今後も、ポストコロナ時代になりますの

で、休館等々は、今後、コロナがよっぽど七飯町

内で大量に発生しない限りは行わない方針ではお
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ります。コロナ禍の中でどうやって対応していく

かというところでございますが、実際、昨年のコ

ロナ発生して、今、今日に至るまで、大体２割弱

ぐらいの人は減っているというのが現状でござい

ます。しかしながら、来年度、ワクチン等々、い

ろいろなものが接種され、元どおりに近い生活に

戻っていただければ、このぐらい見込んでいきた

いと。あくまでもこれは、三千何がしは目標値に

近い予算のとり方でございますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 あとは、清掃内容、八十何がし、清掃内容でご

ざいますが、会計年度任用職員制度になる前まで

は、アップル温泉の職員体制、臨時職員さんが４

人とパート職員さんが２人でいたものでございま

すが、今年度から会計年度任用職員さんが６人と

いう形になったものでございます。そういった意

味で、お風呂の部分ではなく、例えば事務所の中

とか、休憩室とか、和室のほう、畳のほうとか、

朝とか、一部、職員でできるもの、外周りとかと

いうものを見直ししたので、お風呂のサウナ、ト

イレ等については、今までどおり業者さんにお願

いして、あとは自分たちが賄える部分、外周りで

あったり事務室であったりとか、そういった部分

は職員がやるという形の見直しをした減であるも

のでございます。 

 あとは、民生委員さんの部分でございます。畑

中委員は推薦委員の委員をやられていて、内情は

詳しいのかなと思います。私ども、民生委員さん

を選任する上で、一番やっぱり町内会の役員さ

ん、会長さん等にやっぱり適任者を推薦していた

だき、そして口説いて推薦して任命するというと

ころでやっているものと、前任の民生委員さんが

後任を見つけてくれて再任するというのが一番多

いのかなと思います。そういった意味で、都市部

もそうですけれども、全体的に町内会の役員等々

もなかなかなり手のいないという、町内会の会長

さんに相談しても、まず役員も見つかっていない

状況で、民生委員さんのお願いに行くと、なかな

か、まあ、という部分が一番最近多いのかなと思

われます。 

 そういった意味で、いろいろと民生委員さんの

イメージ、仕事内容等、あまり堅苦しい、プライ

バシーの話、委員からも出ましたけれども、あま

りそんな堅苦しくないような形のもので、昔の民

生委員さんのイメージだと、生活保護の相談する

イメージであったりとか、そういったイメージで

いらっしゃる方が多いのですけれども、実際、

今、包括支援センターとか、いろいろな部分の行

政側のサービスがあるので、民生委員さんの仕事

は、地域の自分のエリアのそういう困った方を、

役場とかそういう行政機関、相談機関につなげ

る、紹介するというものにシフトしてきていると

ころでございますので、そういった意味では、私

どもも具体なこういう仕事ですよというものを周

知しながら、先ほど来、同僚委員さんからもいろ

いろ質問ありましたが、そういった意味で、民生

委員さんの現状、こういう仕事だよと。そこまで

いろいろなヘビーな重い相談とかは行政で賜りま

すのでという形では動いてはいるのですけれど

も、なかなかまだそこの周知というのですか、理

解度が広まっていないというのが一番の原因かな

と思っております。 

 また、年間の報酬でございますが、現状、今、

８万６,０００円でございます。高いか低いかと

言われると、１回、道内の同じ規模のまちの民生

委員さんの報酬を調べたことがございますが、高

いところは、民生委員さんプラス青少年指導員と

か、いろいろな役職がついて１４万円であったり

とか、だから複数の役職を兼ねているところは金

額が高いと。民生委員さんだけの部分のところの

報酬は大体民生委員さんの年間の報酬は交付税算

入されているので、交付税算入前後の金額、この

８万６,０００円前後の金額で設定されていると

ころが多いのかなというイメージでございます。 

 今後、いろいろな、今、民生委員さんのなり手

不足というか、なかなか見つからない要因が報酬

なのか、例えば人との関わりがあまりちょっと苦

手な人がおるらしいのか等々、町内会の役員さん

に至ってもそういう方が、町内会長も困っている

状況というところでございますので、そういった

ところをちょっと総合的にいろいろ考えて、今

後、アプローチしていきたいと考えてございます

ので、御理解のほどよろしくお願いします。 

○川村委員長 畑中委員。 
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○畑中委員 るるお答えいただきましてありがと

うございます。 

 実はアップル温泉の使用料について、この三千

幾ら何がしのあれは過大でないかと。使用料のた

だ２割減というようなことを、前年あたりの２割

減、前年といえばやっぱりコロナでしたし、その

前と、例えば去年もコロナだったな。３年度もコ

ロナですから、２％減にしてもいいのだけれど

も、おととしの使用料はどのぐらいだったかとい

うことも聞いていたはずなのね。 

 もう一つ、民生委員については大変、担当課を

責めるわけにいかないし、なかなか難しいと思う

のですけれども、とりあえず頑張ってください。 

 ただ、ここの額を若干お知らせいただきたいな

と。使用料ね。私は、要するに今年の予算の三千

何がしというものが過大ではないかと、収入の、

というふうにして指摘をしているものですから、

その額を若干教えてください。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 大変申し訳ございません。２年

前でございますが、現状、昨年度、令和元年度は

コロナで若干収入は落ちましたけれども、今年度

は大体２割減ぐらいで推移はしています。おとと

しでございますが、おととし、４月、３月にポン

プが壊れて、４月から１か月ほどポンプの修繕で

休んでいますので、フルの収入ではなかったので

すが、金額がちょっと今、決算資料が手元にござ

いませんので、お答えはできないところでござい

ますが、おととしは１か月ほどポンプの故障で無

料期間で４月、運営していたところもあるので、

収入は３年前に比べれば落ちている。ただし、ポ

ンプが直ってから、月の平均は少し上がったの

で、おととしに比べれば、少し毎月のお客さんの

入込数、客数は伸びたという状況でございますの

で、今回もちょっとスタート、今月中に何とかま

たスタートはしたいと思っていますので、そう

いった意味では、またそれを休んだ分、リバウン

ド、逆のいい意味のリバウンドを期待しながら、

畑中委員のおっしゃるような３,０００万円は過

大ではないのかとおっしゃいます。それに目標を

達成できるように私どもも努力していきたいと考

えてございますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 簡単にお答え願いたいと思います。

地域貢献ポイント制度というのと、ボランティア

ポイント制度というのが委託になっていまして、

委託先は社協さんなのでしょうか。それで、大体

でいいですから、どういったものに対してのポイ

ントが付与されたのかの説明と、たしかアップル

商品券で出しているのかなと思うのですけれど

も、その確認と、ポイントのアップル商品券を、

私は結構ですということで辞退して、町のほうに

寄附しますという、そういう方がいたのかどう

か、この点について。それから、ポイントに値す

るという何か基準になるものというのがちゃんと

存在しているのかどうか、この点についてお答え

ください。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 ボランティアポイントのポイン

トとなる活動内容ということでよろしかったです

よね。まず、七飯町が主催する事業のボランティ

ア、あとは社会福祉協議会が行うボランティア活

動、あとは社会福祉施設等でのボランティア活

動、あとは町の福祉施策、それは町の主催するや

つに入りますので、大きく分かれると町と社会福

祉協議会と福祉施設等のやつというところでござ

います。アップル商品券で１００ポイントで１,

０００円分となるというところでございます。ポ

イントを七飯町に寄附というところは現在ござい

ません。例えばボランティア団体、例えば私がボ

ランティアポイントをためて、その部分を例えば

応援している町内のボランティア連絡協議会の団

体にポイントを寄附すると。アップル商品券では

なくポイントを寄附するというところはございま

す。ただ、ちょっと今年度はあるかどうか、まだ

実績が来ていないので把握はしていませんが、過

去にはございます。なぜ１０ポイントにしたかと

いう理由ですよね。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 町、それから協議会の主催というの

はわかったのですけれども、具体的にこういった
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項目がポイントの付与になりましたということを

お聞きしたかったのですけれども、もしわかるの

でしたらそれをお答え願いたいと思います。 

 すみません、委員長、ちょっと一つ追加でお願

いしたいのですけれども、さっき聞くの忘れまし

た。申し訳ないです。 

 介護予防サービスの中に、介護予防住宅改修費

というのが６１０万円ほど盛られているのですけ

れども、素人が見て、こういうことをやってこん

なにお金かかったのかという思いを一、二件、し

たことがあります。これはどういった手続きを踏

んで、どういった評価を、どの係がしているの

か。要するに見積もり金額に見合う仕事かどうか

という判断、どういったセクションがしているの

か、この点についてもお答え願いたいと思いま

す。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まずはポイントの具体な事業で

すよね。例えば町が主催するものの事業、例えば

商工観光課等々でイベント、駅伝等とかにボラン

ティアで給水係とか、そういう町の事業、あとは

社協さんでいうと、社協さんが行う日赤の例えば

赤い羽根共同募金のスポーツ大会とかの審判等と

かのボランティアの方とか、多岐にわたるので、

ちょっと代表的なものしかしゃべりませんけれど

も、そういったものでございます。町の主催とな

れば、町の事業、行事等ありますね。そういうも

の。あとは、町が協賛する事業についてもポイン

トがつきますので、例えば七飯町が協賛して、例

えばいろいろなイベントをやる団体さんのところ

にボランティアが派遣されると、そこのボラン

ティアポイントもつきますし、そういったもので

ございますので、各種、いろいろその都度申請が

ございますので、多岐にわたるのですけれども、

代表的なものはそういうイベント系の町の主催の

イベント系、町が共催するイベント系、社協が主

催するイベント系にポイントがつくというところ

でございます。 

 あと、介護予防のほうの住宅改修でよろしかっ

たですか。介護予防のほうですね。介護予防の住

宅改修についても、まずはケアマネージャーさん

がまずつくるのですね、申請のときには。その中

で、利用希望者の方々と、施行する事業者さんも

入りますけれども、そういった中で、どこの場所

に戸の手すりをつけたらいいものなのかどうかと

いうのは、コーディネーターは基本的には御本人

さんの希望、そしてケアマネージャーさんがそれ

が適当であるかどうか、その方が、例えば腰が曲

がっているのに高い位置に手すりをつけてもどう

しようもないのではないとか、そういうところで

はチェック等々、使い勝手のいいものにしていく

というのは行っております。その申請を受けて、

役場、介護福祉係のほうで図面等をチェックし

て、金額等が妥当かどうかもチェックします。上

限は決まっているので、２０万円以内ということ

で決まっていますので、その範囲内でやっていた

だくと。足が出たら自己負担になるというところ

でございます。そして、施工が終わって、事業者

が写真等々持ってきて、申請が来ると。そういっ

たときには、ケアマネージャーとか、場合によっ

てはうちの担当職員等が現場も見ますし、そう

いった意味ではチェックはしているという状況で

ございますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 ポイントのほうの話なのですけれど

も、基本は地域福祉活動、地域の福祉活動とう

たっている中で、イベント系にもポイントが付与

されているというのはどうもなじまないような気

がして、前にも一度お尋ねをしたことがあったの

ですけれども、結局、福祉のほうのボランティア

ポイントの金額と比べてみても１桁違うと。だか

らどっちかというと福祉ではなくてイベントのほ

うに偏っているような気がするのですけれども、

その辺の判断、ちょっと御説明を願いたいのと、

それから、今、改修のことなのですけれども、ケ

アマネさんがプランニングをすると。それで役場

がそれを見て確認するという、そこのところを聞

きたいのですけれども、例えば手すりをつけたと

か、何かそういうものが、金額に見合っているか

どうかという判断です。私が一、二件お尋ねした

という例は、ホームセンターに行ったらこのくら

いの金額で売っていると。それを労務費をかけて
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もこんなにならないなと思うことがちょっとあっ

たものですから、その辺の判断がちゃんと見合っ

たものになっているのかどうかということをお聞

きしたかったのです。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 今、平松委員の言っているポイ

ントの部分は、介護保険のボランティアポイント

の５０万円のところのお話、５５万円の話でよ

かったのですか。様式、ボランティアポイントの

予算は一般会計と特会のほう、両方ついているの

ですよ。それの片方は１０倍ぐらいとか言ってい

たので、どっちの話なのかなと思いましてちょっ

と。介護保険の特別会計の介護予防事業について

いるボランティアポイント事業の５５万円は、１

号被保険者がボランティア活動した場合はこちら

から支出になりますよと。６４歳以下の方につい

ては一般会計のほうから出るという予算の仕組み

になってございます。先ほど地域福祉活動等につ

いても、町内会等々の活動、それが社協が共催、

主催、町が主催、共催でもボランティアポイント

活動がつきますので、そういった意味では、地域

福祉活動もボランティアポイントになるし、行事

についても、ボランティアはボランティア自体が

福祉活動になりますので、その事業が例えば行事

であったりとか、地域の活動であったりとか、近

隣の方々の支え合いであったりとか、そういうの

は問わずに、そういうものも認めているというと

ころでございますので、御理解のほどお願いしま

す。 

 また、先ほどの手すり等の品質の関係、オー

バースペックなものなのかとか、金額がこの手す

り、ピンキリのうち、こんなのでもつけても認め

るのかという内容なのかなと思いますけれども、

先ほど言った基準の範囲内で、ちゃんと手すりの

用を満たすものであれば、例えば金でできたもの

とか、そういうのはちょっと要らないのではない

とは思いますけれども、基本はその家の方、その

手すりを利用される方の希望をまずは優先した

い。それで、その中で事業者がこういう見積もり

を持ってくる。そういった中で、委員が見たのが

どういうものかよくわかりませんけれども、高い

ものも安いものもあるというところでございます

けれども、アッパーが１回につき２０万円しか使

えないというところでございますので、その住宅

改修費の範囲内であれば、特によっぽど用が足さ

ないもの以外であれば申請は通るのかなと思いま

す。また、そこの部分について、材質等々がいか

にも壊れそうであるとか、そういうのはチェック

はしますけれども、ただ、金額的には、要支援の

段階で２０万円、１回につき２０万円なので、そ

れを毎年使えることではないので、介護度が二つ

以上上がらないとまた次は使えないので、そうい

うところも意識しながらケアマネージャーさん

は、また役場についても指導はしていますので、

あまりそんな大幅にオーバースペックで金額が高

いもの、例えば委員が１万円ぐらいでするもの

を、例えば５万円の金額でつけさせられたとか、

多分そういう話なのかもしれないですけれども、

そういうチェックについては、契約する事業者と

利用者さんのお話になりますので、そういった意

味では、そこの部分についてはあまり介入はしま

せん。ただ、ちゃんと使えるものなのか、自分の

体にあうものなのかというのはチェックはしま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 ちょっと質問の仕方が悪かったです

ね。資料でいうとナンバー２の中の地域貢献ポイ

ントと福祉ポイントとあわせて、窓口が社協にな

ると思ったものですからお聞きをしたのですよ。

この点についてはいいです。 

 ケアマネさんからの改修費のプラン、これが金

額に見合っているかどうかという評価、これを

ちゃんとやっているのかどうかということだけお

聞きしたかったのです。２０万円内はいいのです

よ、２０万円内でみんなつくってきますから。見

合っているかどうかという、その評価をちゃんと

なさっているかどうか。どう見ても高いのではな

いのかなというものを見受けられたものですか

ら、２０万円以内ならいいわという判断なのです

かね。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 要はチェックするポイントとし

ては、ケアマネさんとか、私どもの改修後の
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チェックでございますが、要はその人のＡＤＬ、

身体状況にあったものがついていれば特に問題は

ないと踏んでいますので、その材質が委員のおっ

しゃるような感じのもの、それは利用者御本人さ

んと事業者が話し合いで決めますので、そこの部

分については特には介入はしないというところで

ございますので、御理解のほどよろしくお願いし

ます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 共通様式のナンバー５、この下のほ

うの緊急通報装置購入費、１０万４,０００円と

いうことなのですが、これは本人負担とか町負担

とか、そういうのがあるのかもしれませんけれど

も、それはどうなっていて、今回、前年並みの予

算ということでありますけれども、これ、何人

分、今回計上になっているのか、まずそれをお願

いします。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 緊急通報システム備品購入費１

０万４,０００円でございます。こちら、１台分

でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 答えていないのは、本人負担、町負

担がどうなっているか。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 本人負担はございません。全額

公費負担でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 この緊急通報装置に関しては、高齢

化がどんどん進む中で、ひとり暮らし高齢者のそ

ういった需要が増えていく一方ではないかという

ふうに思うわけですけれども、先ほども高齢化率

３４％というお話もありました。 

 それで、町として１年間に１台という助成をす

るということなのですけれども、これ、実際、こ

れまでに町内にどれほどの方がこの緊急通報装置

を必要として、申請されて、受けておられるの

か、これについてもう一度ちょっとお願いしま

す。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 緊急通報システムについては２

種類ございます。今この１０万４,０００円で購

入するものがあるのと、介護保険事業で前に介護

ロボットの事業として、イマイルモという介護緊

急通報装置システムがございますので、今現在、

緊急通報装置システム、１０万４,０００円のほ

うは、現在、２０世帯ついております。そして、

介護保険事業のほうの見守りシステム、イマイル

モという緊急通報体制のほうについては現在１７

世帯についている。合計３５世帯についていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 先ほども言いましたけれども、高齢

化がどんどん進む中で、こういった人たちが増え

ていく中で、年間１人とか２人とか、そういうよ

うな通報装置の購入ということでいいのかどう

か、この辺については、町は実績について、去年

は１名だったからというようなことではなくて、

本来、目標を持って、そういった需要のある実態

を把握して、目標を持って対応すべきものではな

いかというふうに思うのですが、その辺について

は、この予算では全く意欲のない予算措置という

ふうに感じられるのですが、この緊急通報につい

てはどういうふうに位置づけて、今後どう考えて

いるのか、もう少しわかるように説明してくださ

い。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 緊急通報体制システムなのです

が、これ、つける際、要件が、ひとり暮らしの高

齢者、もしくは高齢者の２人暮らしで、２人とも

重症化しやすい、危篤になりやすい疾病を持って

いる方というまず入り口がございます。そして、

緊急通報装置システムについては、申請が上がっ

た際には、地域ケア会議というところの役場、あ

とは民間の方々、介護職、病院職の方が入って、

この方についてこのサービスが適当なのかどうか

という審査を経てつけられるというところでござ

います。ひとり暮らしだからつくという話ではな

く、ひとり暮らしでも疾病を抱えて、倒れたら通

報することができなそうな疾病を持っている方、
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もしくは２人、複数人の高齢者で住んでいるけれ

ども、２人が重篤になりやすい疾病を持っている

方というのが入り口でございますので、ひとり暮

らし高齢者全てにというビジョンの事業ではない

というところはまず御理解していただきたいと思

います。 

 また、疾病を重篤な、倒れたりして意識がなく

なったりして通報できないような高齢者の方々も

増えてきているというのも現状でございます。緊

急通報装置につきましては、これは役場で買って

貸与しているので、使用しなくなった方の世帯か

ら回収して、新たな方につけるという使い回しを

しているというところでございますので、今、

ニーズとしては年間大体１名、２名というところ

でございます。介護保険の見守りシステム、イマ

イルモについては、現状、今３台、３世帯分の余

裕がございますので、そちらのほうもまだ体制的

には間に合うのかなと思います。 

 最近、民間で電球の中にチップが入っていて、

丸１日電気がつきっぱなし、もしくは丸１日電気

が消えっぱなしのときに、そのチップから登録し

ている携帯のほうに連絡がいく電球、月額９８０

円等とかでやっているものもございますので、今

現状、いろいろといろいろな緊急通報については

いろいろなものが出てきているというところでご

ざいます。また、今、ＩＣＴ、皆さんスマホ

等々、息子さん、娘さん、お孫さんが使われてい

るので、そちらのほうに直接連絡がいく方法のほ

うが需要が増えてきていると。緊急通報体制整備

事業については、ボタンを押したら札幌の緊急通

報の受信センターに連絡がいって、それからそこ

のボタンを押した家庭のほうに折り返しの電話が

いって、電話の反応がない場合は登録している近

所の方、御家族等に電話するというシステムでご

ざいますので、今、この緊急通報システムとイマ

イルモシステム、直接家族のスマホにデータが行

くのか、１回センターを通して行くのか、それぞ

れ皆さんその世帯によっては希望されるのがばら

ばらでございますので、そういうものも今後研究

しながら、ひとり暮らし高齢者等が増えていく世

の中に対応していきたいと考えてございますの

で、今、新たなサービス等、いろいろ出てきてい

るので、今後、そういうのも研究していきたいと

思っておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 今後いろいろ改良された方法が出て

くるというふうには思うのですが、現状で、そう

いう需要がある人が、実際に自分はそうなのだけ

れども、そういうことがやられていること自体が

わからないとか、いろいろそういうこともあると

思うのですが、町として、これをそういった需要

のある方に十分情報提供して利用してもらうよう

な、そういう努力といいますか、今どういう形で

そういう対応をされているのか、その点、ちょっ

とお伺いします。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 先ほども説明しましたが、要は

この対象となる方は要援護者という形になりま

す。要は見守りが必要な高齢者というところでご

ざいますので、福祉、地域包括支援センター職

員、ケアマネージャー等、民生委員等々の見守り

等をしている高齢者が主でございますので、そう

いった中でこういうサービスがありますよという

形のものを紹介しているというのが現状でござい

ます。また、広く元気なひとり暮らし等高齢者の

方々については、今後またホームページ等、広報

等で周知していきたいと考えてございますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 １時間回ったので、２０分まで休憩後、また再

開いたしますので、暫時休憩にいたします。 

午後 ２時０８分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 福祉課に対する質疑を続けます。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 共通様式のナンバー１０のところ

で、ちょっと見つけてしまいましたので、委託

料、ここで遠隔手話サービス事業委託料が、少な

い金額、４万１,０００円の新規事業増になって
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いるのですけれども、これ、内容というか、何か

事業があって、想定で予算しなければいけなかっ

たのかなということで、ちょっとこのあたりの内

容というか、何かあるのか、事業、何かそれに

あった内容をちょっと聞きたいなというのと、

ちょっと戻るのですけれども、ナンバー８のとこ

ろ、これ、ちょっと気になっているところで、こ

れ、ゼロになった八雲しらかば愛育会負担金、ゼ

ロにはなったのですけれども、国立病院の閉院と

いうことで、来年度はもうここには載ってこない

のですけれども、筋ジストロフィーの子供さん方

の、途中でお聞きしたら、特殊な症状というか、

長期の療養で、病院を探して、あったときに

ちょっとお聞きはしていたのですけれども、函館

か札幌かということの話だったので、今年でもう

終わるので、ちょっとそのお子さん方の行き場所

というか、そういうのもちょっと気になったの

で、ここでちょっとお知らせしていただきたいな

と。 

○川村委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 ナンバー８の八雲しらかば愛育

会負担金でございます。こちら、委員のおっしゃ

るとおり、八雲の国立病院閉院によるものでござ

います。ここの機能については、おっしゃるとお

り札幌、函館のほうに分散されたというところで

ございます。ここに通っていた子どもたちについ

ては、函館の国立病院のほうには新しく病棟がで

きておりますので、そちらのほうに動いたと。し

かしながら、愛育会については解散というところ

で、負担金がなくなったというものでございま

す。 

 続きまして、ナンバー１０でございます。遠隔

手話サービス事業委託料、こちらは新規でござい

ます。こちらについては、タブレット等を使いま

して、手話の方に、例えば役場の窓口で手話対応

できる職員がいないと、そういった場合、タブ

レットで、アプリ、スカイプというアプリを使い

まして、札幌の手話の財団と委託契約しまして、

来た場合には、そこに手話通訳者がいて、アプリ

を通して画面上で手話で会話していただき、通訳

していただいて、私どもが対応できるというもの

でございます。こちらについては、タブレットに

ついては、昨年の補正で４台ほど購入させていた

だいております。こちらについては国庫補助１０

０％でタブレット等購入してございます。タブ

レット等は役場、各出張所等に配置したいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

○神﨑委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、福祉課に対する審査を終了いたしま

す。 

 福祉課長、御苦労さまでした。 

 次に、子育て健康支援課の審査を行います。 

 失礼しました。 

 次に、環境生活課の審査を行います。 

 環境生活課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき説明をお願いいた

します。 

 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 それでは、共通様式に基づ

き御説明いたします。 

 ナンバー１、環境衛生費は、本年度４８万２,

０００円、２万７,０００円の減です。歳入は、

記載のとおりです。主な増減は、需用費の消耗品

で２万７,０００円の減となっております。 

 ナンバー２、環境衛生車管理費は、本年度２４

万円、１０万円の増で、今年度は車検のため、修

繕料、保険料、自動車重量税が増となっておりま

す。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー３、有害鳥獣対策費は、本年度５６５

万１,０００円、２０９万９,０００円の減です。

歳入は、記載のとおりです。主な増減は、消耗

品、委託料、備品購入費が減となっております。 

 ナンバー４、有害鳥獣対策車両管理費は、本年

度１０２万４,０００円、１３万１,０００円の増

で、今年度、車検のため、修繕料、保険料、自動

車重量税が増となっております。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー５、火葬場及び墓地管理費は、本年度

９０９万３,０００円、７４万４,０００円の減で
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す。歳入は、記載のとおりで、主な増減は、燃料

費（灯油）が４６万円の減、施設修繕料が１５万

円の減、特別清掃委託料のうち、壁清掃が隔年の

ため１２万円の減などとなっております。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー６、自然環境保全事業費は、本年度３

１６万３,０００円、３７万７,０００の減で、委

託料が２４万１,０００円の減、機械借上料が８

万１,０００円の減、補助金が５万円の減などと

なっております。 

 ナンバー７、生活環境対策事業費は、本年度９

９３万２,０００円、５２万５,０００円の減で

す。歳入は、記載のとおりで、主な増減は、危険

な空き家である特定空き家の解体補助金が５０万

円の減となっております。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー８、廃棄物対策費は、本年度４６万

５,０００円、８６万円の減で、委託料で７４万

３,０００円の減となっております。 

 ナンバー９、廃棄物対策車管理費は、本年度４

５万５,０００円、２０万４,０００円の減で、本

年度は車検がないのため、減額となっておりま

す。 

 ナンバー１０、リサイクル推進対策費は、本年

度２９８万１,０００円、３１万６,０００円の減

で、報償費が３０万円の減などとなっておりま

す。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー１１、廃棄物処理費は、本年度４億

７,８５５万１,０００円、２,４７８万８,０００

円の減です。歳入は、記載のとおりで、主な増減

は、計量器の修繕が隔年のため９８万６,０００

円の減、工事請負で８７７万８,０００円の減、

渡島廃棄物処理広域連合負担金が１,５１０万円

の減となっております。 

 ナンバー１２、廃棄物処理作業車管理費は、本

年度１００万円、３１万９,０００円の増で、修

繕料、保険料等が増となっております。 

 次のページをごらんください。 

 ナンバー１３、し尿処理費は、本年度７,３０

０万２,０００円、１２０万円の増で、南渡島衛

生施設組合負担金が増となっております。 

 ナンバー１４、消費行政事業費は、本年度７０

万４,０００円、１万２,０００円の増です。消費

生活相談業務負担金で、おおむね例年どおりと

なっております。 

 以上が、環境生活課の令和３年度の予算の内容

でございます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 若山委員。 

○若山委員 共通様式、番号のあれからいくと二

つのところなのですけれども、ナンバー６のとこ

ろで、委託料で河川水質検査委託料が２４万１,

０００円減額になっているのと、補助金のところ

で大沼ラムサール協議会運営補助金が５万円減額

になっているのですけれども、これは減額しても

活動に支障がないということであれなのでしょう

か、減額の理由がちょっとよくわからないのです

けれども、この事業はしっかりやってもらいたい

なと思うのですけれども、その辺の予算、大丈夫

なのかなというところをちょっと教えていただき

たいなと思います。 

 それと、あと一つは、ナンバー１１のところ

で、減っているのでいいのですけれども、渡島廃

棄物処理広域連合負担金が１,５００万円ほど

減っているのですけれども、これは何か理由とい

うか、もしおわかりであれば、これだけ払ってく

れということで負担金が来るのだと思うのですけ

れども、減った原因のようなものがもしあれば教

えていただければなと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 それでは、お答えしてまい

ります。 

 まず、ナンバー６の水質検査の検査委託料でご

ざいますが、こちらのほう、地点が決まっており

まして、町内河川１９か所、それから、大沼の流

入河川が３河川、それを、大沼については３か所

を月１回、町内河川についても６月、９月、３月

の３回という形で、こちらのほう、ちょっと単価

を下げさせていただいて、単純に調査自体は全く

変わっておりません。 
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 それから、ラムサールの運営補助金なのですけ

れども、こちらはやっぱりコロナ禍の影響で、運

営の協議会の総会が今まで札幌であったのですけ

れども、それがちょっと書面開催になるというこ

とで、札幌の出張旅費が減額になった。それか

ら、今まで子供たちを婦人会館にお泊まりさせ

て、それで事業をやっていたのですけれども、

ちょっと泊まりをやめて、日帰りでやるというこ

とで、そこの分のちょっと経費が浮いたというこ

とで、５万円の減という形でございます。事業内

容については、今までどおり子供たちを対象に、

ラムサールのほうは一生懸命やっていきたいとい

うことでございます。 

 それから、ナンバー１１の負担金の関係でござ

いますけれども、こちらのほうは先日の広域連合

の議会のほうでも承認いただいたところですけれ

ども、３年度の主な改正としては、機関改良に

よって燃費効率が非常によくなったということ

で、電気料と、それから灯油、こちらのほうが大

分燃費効率がよくなったということで減額ができ

ると。それから、人件費で改良のパートタイムの

会計年度職員の配置を取りやめて、連合の体制の

事務局の体制をちょっと合理化を図ったというこ

とで、人件費が減になったというのが主なポイン

トでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 今の同じところですけれども、１１

番の中にダイオキシン類排出実態調査委託料とい

うのが、これ、毎年上がっていますけれども、委

託するって、どういうふうに運用されているので

すか。例えば学校だとか何かに昔はトランスが

あって、ＰＣＢだとか、そういうはっきりしたも

のがあった、そういう調査はもう終わっていると

思うのですけれども、毎年毎年調査を続ける理由

をちょっと説明してください。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 こちら、１１番の委託料の

ダイオキシン類排出実態調査委託料ということで

すけれども、こちらは法定で決まっておりまし

て、クリーンセンターのほうから排出される、そ

この周辺の水だったりだとか、ダイオキシンの排

出を法定で毎年調査しなければならないというの

がルールで決まっておりますので、毎年計上させ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 いいですか。 

 ほかに質疑のある方。 

 中島委員。 

○中島委員 １１番の廃棄物処理費なのですけれ

ども、負担金なのですけれども、広域連合のほう

に今回１,５１０万円ぐらい減になっております

けれども、私の記憶では、毎年上がってきている

のかなという感じだったのですけれども、今回、

１,５００万円という大きな金額が減になってい

るということで、町内におけるごみ減量対策とい

いますか、それが浸透してきているのか、それだ

けでは１,５００万円もの減にならないと思うの

ですけれども、ほかに何か下がった理由があるの

か、その辺、ちょっとお聞きしたいと思うのです

けれども。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 もう一度お話ししたいと思

います。こちらのほう、渡島廃棄物広域連合議会

のほうで１月１８日に議員の皆さんの御承認のも

と、可決された予算でございますけれども、今

回、下がった主なポイントとしましては、機関改

良工事が終わったということで、電気料、それか

ら燃料費、灯油ですね、こちらのほうが燃費がよ

くなったというのが主なものと、もう一つは、人

件費で、事務局体制の見直しを図りまして、パー

トタイムの会計年度職員の１名の配置を取りやめ

たのが主な要因でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 減額されたものというのは大体わか

りましたけれども、これはたしか排出量で大体金

額が加算されていくと思うのですけれども、そう

すると、減量対策というのは、前から私も言って

いるのですけれども、町内における生ごみの減量

対策、水を絞って出しなさいとか、量でいきます

から、重さでいきますから、配慮しなさいという

ような対策といいますか、啓蒙していたと思うの
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ですけれども、最近、その対策、あまり啓蒙も聞

かないし、ＰＲも聞かないし、それらもう町民に

対する減量対策はあまり行き渡っていないという

のが本当のところだと思うのですよ。ほとんどや

はりそういうもので金額が減ったわけではないで

すから、やはりもっともっと町民のほうにやはり

訴えて、減量してくださいという形で、やはり

もっとＰＲして啓蒙して、下げてもらって、そし

てこの負担金を少なくしていくという努力をしな

いと、人件費だとか燃料費だとか、そんなことだ

けで、工事が終わったからという感じではなく

て、もともとのやはりどうやったら負担を防げる

かとなると、やっぱり皆さん町民からのやはりお

手伝いといいますか、皆さんに気をとめてもらっ

てやっていただかないと、なかなかやはり減量対

策にならないと思うので、その辺、ちょっとやは

りもう少し町民のほうに減量対策のほう、ごみの

減量対策をしっかり啓蒙していくような、そうい

う努力をぜひしていただきたいなと思うのですけ

れども、その辺、一つよろしくお願いいたしま

す。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 中島委員のおっしゃるとお

りで、町民の皆さんに知れ渡るように、ごみ自体

は減量は、着実に減ってはきているのですけれど

も、いかんせん、北斗と七飯で大体この広域の事

業費で運営費の半分を満たしている、持っている

ような状況、人口がほかのまちはどんどん減って

きてしまっているものですから、ごみも当然減っ

ているということで、どうしても、うちも減って

はいるのですけれども、負担金自体はどうしても

高どまりしている状況ではあります。ごみの減量

化については、うちも非常に重要な案件でありま

すので、広報、それからホームページを通じて、

広く町民の方に知れ渡るように努力してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 共通様式のナンバー７です。特定空

き家解体事業補助金、これ５０万円なのですけれ

ども、５０万円の減ということは、昨年が１００

万円だったなというふうに思うのですけれども、

これ、どうなのですか、今、非常にこの特定空き

家というのは一つの社会問題にはなっているので

すけれども、何かしら予算を減とするということ

については、何か本当に町で本腰を入れて取り組

むあれがあるのかなという思いをしているのです

よ、減にしているということは。ということは、

もう一つは、昨年度あたりの、例えば実際、この

補助金を出したあれは実態として何件ぐらいあっ

たのか、そしてもう一つは、この５０万円という

のは、最大５０万円、これは例えば何戸分の解体

の５０万円なのか、その辺を、それからもう一つ

は、こういった制度というのでしょうか、こう

いったものについては、町民に十分に行き渡るた

めに、いわゆる再三広報等で、ホームページもそ

うなのだろうけれども、どの程度上げて、載せて

ＰＲしているのかどうか、その辺についてもお尋

ねします。 

 もう一つ、今、同僚委員の方から、渡島廃棄物

についての減のあれが質問されましたけれども、

私は逆な視点で、確かに生ごみは、最近、町民の

側からすると、どうも町のほうでは積極的に現状

に対するＰＲがいまいち足りないのかなと。い

や、足りなくても町民みずからが自分たちで意識

してやるのが本当なのかもしれないのだけれど

も、どうもやっぱり町としてはこの辺のＰＲが足

りないというふうに私は思うのですけれども、そ

してナンバー１０の質問なのですけれども、今

回、堆肥化容器購入負担金、６万円になっている

のですけれども、これは何台分の予算なのか。そ

して、やっぱり何年か前から見ると、こういった

堆肥化の容器などを使って減量をするというあれ

が、ちょっと最近、ＰＲがちょっと足りないのか

なというふうに思っているのですけれども、この

辺についてお答えいただきます。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 それでは、お答えしてまい

りたいと思います。 

 まず、特定空き家の解体補助金でございますけ

れども、今年度、５０万円減額して５０万円とい

うことで、こちらのほう、まだ１棟分の最大５０

万円という形で、補助費が解体費の５分の４で上

限が５０万円という形で、今回、１棟分のみの予
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算計上とさせていただいております。というの

も、まだ２年度、終わったわけではないのですけ

れども、２年度自体で実績、当初、１００万円、

２棟分予算計上させていただいたのですけれど

も、実際、解体できたのは１棟だけだったという

形で、なかなか今日の北海道新聞さんにも、土地

所有者の死後、名義変更早めにということで、な

かなか建物の名義を変更しないままにしている方

がいらっしゃって、それを探していって、相続人

を見つけて、その方々とお話をして、解体まで結

びつけるまで、ちょっと時間がどうしてもかかっ

て、今年、今年度壊した１棟も２年がかりで実際

取り組んで、ようやくできたという形で、なかな

か進捗がぱぱっとはいかないというのが現実だっ

たものですから、今回、ちょっと１棟分というこ

とで頭出しさせていただいたところです。決して

後ろ向きという形ではなくて、今後も調査して、

相続人とも話しながら、危険な空き家については

解体補助を出すのでやりませんかという形でお話

ししていきたいと思います。また、ＰＲ不足とい

うことも指摘されまして、町のほうではホーム

ページ、広報なども出していますほかに、固定資

産税の納税通知書に、一緒にパンフレットを同封

させていただいて、税金が来たときに、そういえ

ばうちにこういう物件があるのだなとかというの

を思って、解体に結びつけるような努力をしてい

るところでございます。今後もいろいろな形でＰ

Ｒしていきたいと思っております。 

 それから、ナンバー１０のコンポストの補助と

いうところでございますけれども、こちらのほう

はコロナ禍で、家でやっぱり食事をするというこ

とで、昨年、件数が伸びました、実際のところ。

今回、１万５,０００円増額させていただきまし

て、一応上限３,０００円で２０台、一応今回予

算計上させていただいているところです。なかな

か北海道にコンポスト、手入れが難しいのですよ

ね。冬、寒いので、なかなか管理が難しいのです

けれども、また、お庭がちゃんと家庭菜園、

ちょっと広い敷地があるお宅もなかなか難しく

なってきているので、それで一時低迷していまし

たけれども、ちょっとコロナ禍というところも

あって、また形成が伸びてきていますので、今後

もＰＲしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 共通様式の１３番ですけれども、聞

き漏らしたかということをちょっと伺うのですけ

れども、この南渡島負担金の関係で１２０万円ほ

ど増えているのですけれども、これは今年度より

どこか下水処理の区間が広がったものか、また、

最近雨が多いので、自然増を見ての１２０万円の

増ということか、その辺の説明をちょっとお願い

したいと思います。 

○川村委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 こちらのほうの予算につい

ては、北斗市と七飯町と１市１町で負担している

状況なのですけれども、し尿割と、それから汚泥

の収集割と、それから行政地区の人口割と、それ

から下水道の人口割だとか、それから浄化槽の人

口割と、し尿の収集人口割と、そういう形で両割

で計算しているところです。かかる経費は全体で

どうしてもかかるものですから、それを応分して

いるのですけれども、どうしても七飯のほうが若

干割合としては、七飯が大体全体の５３％、北斗

のほうが４７％という感じで、若干七飯のほうが

下水道普及率が低いというか、くみ取りのほうを

利用している方が多いということで、若干伸びて

いる状況ではございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、環境生活課に対する審査を終了いたし

ます。 

 環境生活課長、御苦労さまでした。 

 次に、子育て健康支援課の審査を行います。 

 子育て健康支援課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほう、お

願いいたします。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、子育て健

康支援課所管分について、順次説明をさせていた
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だきます。 

 なお、内容につきましては、大幅に増減のない

項目、特定財源につきましては割愛をさせていた

だきますので、御了承願います。 

 まずは、共通様式ナンバー１となります。児童

福祉総務費でございます。本年度予算額６,９４

７万６,０００円、３３４万２,０００円の減で、

予算減の主な理由は扶助費で、令和元年１０月か

ら始まった幼児教育・保育の無償化に伴う保護者

負担軽減給付金として、預かり保育事業、法定代

理受領分など、前年度実績に基づきまして６８９

万７,０００円の減となってございます。 

 次に、ナンバー２、放課後児童対策費は、本年

度予算額８,５７８万６,０００円、５４４万７,

０００円の減で、主な理由としましては、会計年

度任用職員報酬の前年度実績に基づきまして３４

７万円の減となっております。また、負担金補助

及び交付金については、放課後児童健全育成事業

補助金の前年度実績により１５１万４,０００円

の減となっております。 

 次に、ナンバー３、本町子育て支援センター運

営費については、重層的支援体制整備事業費への

移行のため、１９１万８,０００円の皆減となっ

ております。 

 次に、ナンバー４、大中山子育て支援センター

運営費につきましても、重層的支援体制整備事業

費への移行のため、１１２万７,０００円の皆減

となっております。 

 次に、ナンバー５、子育て世代包括支援セン

ター運営費は、国が令和２年度末までに全国の各

自治体において設置を目指す機能として、当町で

は昨年１０月に保健センター内に子育て世代包括

支援センターを整備したものでございます。本年

度予算額６万８,０００円、２０１万４,０００円

の減で、開設準備が終了したことによる委託料、

工事請負費、備品購入費の減となっております。 

 続きまして、ナンバー６、大中山保育所運営費

でございます。本年度予算額６,２７７万３,００

０円、４,７１２万８,０００円の増で、主な理由

としましては、会計年度任用職員の報酬、給与、

職員手当等が職員費からの移行となる事業予算の

組みかえによるものでございます。 

 続きまして、ナンバー７、子ども・子育て支援

給付事業費、本年度予算額７億３,６３５万８,０

００円、４,６６０万２,０００円の減でありま

す。主な理由は、令和元年１０月から始まった幼

児教育、保育の無償化に伴う委託料について、前

年の実績ベースを考慮しての内容となってござい

ます。 

 ナンバー８、青少年育成対策費は、本年度予算

額７４万７,０００円、７万５,０００円の減とな

り、主な内容としましては、指導員消耗品の隔年

更新によるための減となっております。 

 ナンバー９、保健衛生総務費は、本年度予算額

１,０５１万５,０００円、６,０００円の増でご

ざいます。 

 続きまして、ナンバー１０、保健指導車管理費

でございます。本年度予算額４９万８,０００

円、８万２,０００円の増となり、主な理由は修

繕費で、平成２６年度取得、保健指導軽自動車３

台の車検にかかる経費の増によるものでございま

す。 

 続きまして、ナンバー１１、疾病予防等保健対

策費は、予算額７,２６７万３,０００円、７２９

万５,０００円の減で、主な理由としましては、

委託料で、風疹追加対策の抗体検査と、定期接種

委託料は未接種対象者の数の減によりまして、計

５００万５,０００円の減となってございます。

また、負担金補助及び交付金につきましては、ロ

タワクチン接種費用の助成で、令和２年８月以降

生まれから定期接種の対象となったということか

ら、１５７万５,０００円の減となっておりま

す。 

 ナンバー１２です。母子保健対策費は、予算額

２,０４６万４,０００円、１５万７,０００円の

増となってございます。主な理由は、新規事業と

なる５歳児健診実施にかかる報償費等の増となっ

ております。 

 ナンバー１３、成人保健対策費でございます。

予算額２,１４５万４,０００円、５３２万５,０

００円の減で、主な理由としましては、健康診

査、各種健診における委託料で、前年実績に基づ

く減額としております。 

 ナンバー１４、新型コロナウイルスワクチン接
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種事業費は、予算額１億１,７０１万２,０００

円、これについては皆増となってございます。接

種体制の確保にかかる会計年度任用職員の人件

費、ワクチン接種にかかる需用費、役務費、委託

料、備品購入費として、新規計上の経費となって

ございます。 

 最後になりますが、ナンバー１５です。保健セ

ンター管理費は、予算額５０１万２,０００円、

１６万円の減でございます。 

 説明については以上でございます。よろしく御

審議のほどお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、何点か質問してまいりま

す。 

 まず、民生部長さんにお聞きをしたいと思いま

すけれども、まず、ナンバー１、それからナン

バー２、それからナンバー６、それぞれ報酬でご

ざいますけれども、この会計年度任用職員の報

酬、これは職員費へ移行だという、まずナンバー

１ですね。それから、ナンバー２のほうはこのま

まですよね、報酬のほうは、会計年度。それか

ら、ナンバー６のほうは、職員費から今度こっち

に持ってくるという、会計年度職員の報酬だと

か、それに関する給料であるとか職員手当です

ね。こういうやつを持ってくると。こういういろ

いろなパターンがあるのですけれども、どういう

意図があってそういう移動をしているのか、そこ

ら辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー７、委託料ですけれども、

７億３,６００万円、これに対しまして４,６００

万円減額。それぞれ保育所、それから施設型、そ

れぞれあれしていますけれども、これは理由が前

年度実績見込みによりという話ですけれども、ほ

かの部署にも聞いておりますけれども、４,６０

０万円も減というのが、やはりちょっと見積もり

があまりにも過大過ぎるのではないかと。保育所

などは、今回、３,４００万円ですけれども、２,

４００万円の減。施設型については３億４,２７

０万円に対して２,８００万円減。あまりにも

ちょっと金額が大き過ぎるのではないかと私は思

うのですが、この実績という見込みにより上げて

いるというのはわかるのですけれども、具体的に

ここまで落とす理由というのは一体、実績と言え

ばそれまでなのですけれども、理由があれば

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー１１、ここも同じなのです

けれども、風疹の追加の関係ですけれども、抗体

検査で３８４万３,０００円で、減額するのが４

３１万５,０００円ということで、これは対象者

数の減ということでございますけれども、これも

逆転して減のほうが多い。確かに対象者がいなけ

ればそうなのですけれども、本当にこんなに減に

なるというか、そこら辺、もう１回、ここまで減

にする理由というのをちょっと教えていただきた

いと思います。 

 それから、同様に、その下の風疹の定期接種委

託料、これについてもやはり７１万円に対して２

４３万１,０００円減にしている。ここら辺も

ちょっと極端過ぎるというか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、負担金、補助及び交付金の中で、ロ

タワクチンの接種費用助成金７万５,０００円、

これも１５７万５,０００円減額ということでご

ざいますけれども、これについては定期接種へ移

行しますよということで減にしているということ

なのですが、この定期接種の中というのは、これ

はどこに、予算計上の中の細目を見てもちょっと

見つけられなかったものですから、定期接種とい

うのはこの項目の中のどこに入っているのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、１３番、ナンバー１３ですけれど

も、これも胃がん検診についても３８０万９,０

００円に対して２０４万２,０００円減、これも

実績による減なのですけれども、本当にそこまで

落としていいのか。きっと足りなければ補正とい

う、そういう基本的な考え方で、こういうがばが

ばっというふうに落としていっているとすれば、

やはり私は問題ではないのかなというふうに思い

ますので、そこら辺のことをちょっとお答え願い

たいと思います。 

○川村委員長 民生部長。 
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○杉原民生部長 人件費の関係ですけれども、今

回、保健センターの部分につきましても、先ほど

福祉課で説明したような重層的事業のほうに移行

した部分もございまして、ナンバー１の部分だと

か、事務をやっている部分と子育て支援センター

の部分などは重層的のほうにいっているものです

から、職員費のほうにいったということで、あ

と、ナンバー２の学童保育クラブ、それとナン

バー６の大中山保育所の現場で仕事をする会計年

度任用職員については、現場の事業費のほうに今

回つけかえさせていただいたということで、今

後、そういうような形で整理していきたいと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、ナンバー

７の子ども子育て支援給付費の４,６６０万２,０

００円の減額の部分についてでございます。これ

につきましては、予算総体としましても７億３,

６００万円と、これは無償化にかかる、令和元年

１０月から始まった無償化に伴う給付費というこ

とでございまして、令和元年度は１０月から始

まったことによって半年間、無償化の対象という

ふうになったわけですけれども、実際問題、令和

２年度からスタートとしては、１年間、様子を見

なければならない時期だと。１年の流れをつかむ

ためにはそういうふうな２年のとらえがありまし

たので、その予算の大枠がなかなか見えきれな

かったということでございました。今年度、３年

につきましては、２年の状況を踏まえまして、無

償化では大体おおむねこれぐらいの予算執行で賄

えるのだということの確認が図られましたので、

この金額を実績ということのとらえでもって減額

ベースとして予算化させていただいたものでござ

います。 

 また、ナンバー１１の風疹の追加の関係でござ

いますけれども、これにつきましては、令和２年

度から、昭和３７年から昭和５２年までの方を対

象に、男性の方を対象にということで、風疹の抗

体検査、抗体がなければ接種をしてくださいとい

うことでとらえた事業でございますけれども、去

年１年間である程度周知はして、打っていただけ

る方は接種ということに至ったわけでございます

けれども、２年目になりまして、なかなかそこが

伸び悩んでいるということで、去年の実績も踏ま

えれば、この程度の予算でとりあえずは目標値と

して進めていければなということで、減額をさせ

ていただいたものでございます。 

 また、ロタワクチンの定期接種へ移行というこ

とにつきましては、これはナンバー１１の予防接

種委託料、これ、総体の中に組み込む形で整理を

させていただいたというものでございますので、

この中にプールされた予算ということで御理解い

ただければと思います。 

 また、ナンバー１３の胃がん検診、その他もろ

もろにつきましても、前年度実績ベースによる金

額で計上させていただいておりますけれども、こ

れについては、減額がいいということではなく

て、受診勧奨を進めながら、より多くの接種率を

獲得できるように、今後も引き続き受診勧奨に努

めてまいりたいということでございます。予算に

つきましては、この金額でもって今年度スタート

させていただきたいというものでございますの

で、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、任用職員の場合は、

現場は現場という、そういう考え方で張りつけす

るのだよという、そういう考え方でいいのです

ね、まず。 

 それから、もう一つは、ナンバー７の委託料、

無償化の話が出ましたけれども、これもこの先、

もっと今のところ続いていくのかどうなのか。そ

して、町の負担がこのぐらいになっていくのか

な、ちょっと詳しいことはわからないですけれど

も、そこら辺、今後もそうなのか、そこら辺、

ちょっとわかっている範囲で教えていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 私のほうから、ナン

バー７の委託料につきまして、令和２年、１年間

かけてこの流れがつかめたというふうにとらえて
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おりますので、今後はこの金額で推移をしていく

のだろうなということで、国の制度がまた大幅に

変わらない以上は、無償化ということで、この金

額レベルで推移していくものと考えております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 あと、当初の会計年

度任用の給与のとらえ方でございます。まず１年

間、昨年、令和２年度、会計年度任用職員に移行

したということで、職員費のほうに金額をスライ

ドして、総務管理ということで進めてまいりまし

たけれども、なかなかやっぱり現場の時間的な管

理の問題だとか、例えば有給のとらえ、あとは時

間外ということで、やはり総務のほうではなかな

か把握しきれない部分を、当保健センターの担当

の中でカバーしていかなければならないと。細か

なシフト制になっているものですから、通常どお

りの考え方で賃金が払われるというようなもので

はなく、ちょっと特殊性を持った勤務体系になっ

ているということで、ちょっといろいろ不具合が

生じる可能性があるということで、きめ細やかに

対応できるように、そのようなシフトをさせてい

ただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 該当箇所としては２か所ですけれど

も、まずナンバー１３のところで、同僚委員も今

質問しておりましたけれども、委託料のところで

す。後期高齢者健康診査委託料とかについては、

実績による増ということなっているのですけれど

も、ほかの胃がんだとかほかのピロリ菌までのと

ころは実績による減という形になっておりまし

て、これは先ほどの風疹のように、対象者がもう

少ないからこの数字でいいとかということではな

くて、今も説明あったとおり、できるだけ多く検

診していただきたいというような話だったので、

これは検診希望が多ければ、当然、もう枠がない

のでやめましたというようなことはなくて、もし

希望者が出てくれば、全員対象としなければいけ

ないとは思うのですけれども、この実績による減

という、こういう減らし方ではなくて、対象者が

どのくらいいて、それの何割来るとかという予算

の作成の仕方というのが普通なのかなと思うので

すけれども、同僚委員が先ほども言ったとおり、

最初は予算、これでスタートしてというような形

で、後で補正すればいいのだとかというのは、あ

まりちょっと格好いい予算ではないのかなと思う

ので、そこのところをちょっと御説明いただきた

いなと思います。 

 それと、ナンバー１４の新型コロナウイルスワ

クチン接種事業についてでございます。これにつ

いては、かかった費用は全額国から補助という

か、ここに書いているとおり、負担金、補助金と

してもらえるので、特にどうこう言うあれはない

と思いますけれども、この算定した金額というの

は大体確実なものなのでしょうか。例えば委託料

で９,０００万円とか何とかなっているのですけ

れども、これは入札とか、そういうあれになるの

でしょうか、それとも相対で個別にお願いするの

かどうかと、七飯町内のお医者さんだけで対応可

能なのかどうか。この会計任用職員だとかワクチ

ン接種委託料関係の、コールセンターについては

どこか外に頼むとかとあるのですけれども、七飯

町内だけで可能なのかどうか。ちょっと一般質問

のときも函館とか北斗との連携とか、そういうの

はどうなのかなというところでちょっと聞いてい

たのですけれども、このオペレーションで、決

まっていなければこれからだということで、そう

いう回答でも構わないのですけれども、ちょっと

その辺のところを教えていただければなと思いま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 まず、ナンバー１３

の委託料の関係でございます。このそれぞれの項

目の中で、後期高齢者に関しては、唯一増とさせ

ていただいている部分がございます。あとそれ以

外は減ということでスタートさせていただきたい

ということではございますけれども、これについ

ては、今、昨年度から引き続きのコロナ禍により

まして、やはり保健センターにその問い合わせ等

ある中で、やっぱりちょっと病院に足を運ぶの

が、ちょっとこの時期、どうなのだろうとか、そ
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ういう相談の電話等もございまして、なかなか行

き控えている部分があるのかなと。ただ、後期高

齢者につきましては、免疫力の低下だとか、基礎

疾患をお持ちの方もいらっしゃいますので、ここ

はちょっと手厚く委託料として確保しておきたい

ということでございます。これについてはそのよ

うな理由ということで御理解いただければと思い

ます。 

 また、ナンバー１４のコロナ接種のワクチンの

関係でございます。委員おっしゃるとおり、国か

らの１００％補助ということで賄われる補助金の

中で支出をかけていくわけでございますけれど

も、これについては、七飯町の全人口に対して、

１人当たり２,０７０円、税別なのですけれど

も、この金額が国内統一の単価ということで、国

が日本医師会と集合契約を行うということで、七

飯町が個別に医療機関に委託契約を行うものでは

ございません。これによりまして、七飯町、各自

治体は委任状を出す形をとりまして、国が一括し

て契約を結ぶという内容でございます。 

 また、当町の人口につきましては、七飯町内で

解決できるのかどうかという部分でございますけ

れども、今、町内の医療機関の先生方にもちょっ

といろいろ会議の中で相談はしている中で、でき

れば個別医療機関で、やっぱりかかりつけのお医

者さんということで見てもらうほうが利用者とし

ても心強いでしょうねということが回答としてい

ただいております。ただ、やっぱり七飯町が函館

市内の病院に依存しているという患者さんも多岐

にわたっていらっしゃるというふうに思いますの

で、これは函館、北斗も含めて、そのかかる病院

の行き来があるものと想定はしております。た

だ、七飯町内の病院で七飯町の人口をカバーする

のは、時間が許せばそれは可能なのだろうなとい

うふうには考えております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 コロナワクチン接種事業について

は、よろしくお願いしたいなというふうに思いま

す。 

 それと、最初のほうの検診関係の委託料につい

て、そうすると、昨年はコロナの影響があって、

我々もそうですけれども、何か病院に行ったら感

染する可能性があるので、みんなが行っていない

と。それでぐっと実績が落ちてしまったよと。そ

れに基づいて、今年はあれしていますよと、まだ

コロナがおさまっているわけではないのでという

ことで、特殊な要因ということなのですね。た

だ、もしそういう状況下でも検診を希望する方が

大量に出てきたときには、全員対応できるような

対策をとっていくということでよろしいかどう

か、そこだけ確認させてください。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ただいま若山委員が

おっしゃるとおり、そのような流れでとらえてお

ります。この予算内で希望者数が増加した場合に

は、年度途中の補正予算でそれぞれの検査メ

ニューの金額を分析した中で、増額補正もしくは

減額補正ということで対応させていただければと

いうふうに思っています。 

 以上でございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 今の１４番のコロナワクチンの話で

すけれども、これは普通のインフルエンザと同じ

予防のワクチンということの考え方でいいのか。

もしそれでいいというのでしたら、これは例えば

きく確率というのは、例えば１年間なのかどうな

のかというのは、そういうデータというのはまだ

ないのだろうけれども、どういうふうに考えてい

るのか。来年以降もやっぱりやらなくてはいけな

いものなのかということですよね。その辺、わか

る範囲で教えていただきたいなと思います。 

 それから、１１番の、今の高齢者のインフルエ

ンザの予防接種などの委託、これというのは今年

も無料という考え方でいいのですか。そしてもう

一つは、全員に打つという考え方、前回と同じく

そういうふうな考え方でいいのか。 

 それから、ナンバー２の学童保育ですけれど

も、大中山の学童は新しくなりましたので、きれ

いですごくいいと思うのです。それと、それ以外

のところが、ちょっと今、格差があるのだけれど

も、学童の個人負担分というのは同じというの

は、これはどうなのかなと思うのですけれども、

それに対する考え方というのはどういうふうに考
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えているのか。 

 以上です。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、まずナン

バー１４、コロナワクチンについてでございま

す。これについては、インフルと同じように予防

なのかということでございますけれども、私たち

とは予防接種というふうにとらえております。と

いうのは、コロナウイルスに感染しても重症化し

ない、重症化を防ぐという意味で、それが予防対

策ということでとらえて進めさせていただきたい

というふうに思っています。 

 また、この効果がどれくらい期待できるのかと

いう部分でございますけれども、これについて

は、ちょっと新しいワクチンということもありま

して、ちょっと私たちの情報の中では、報道など

でも伝えられているように、ある程度、６か月ぐ

らいの効果が期待できるのではないか、もしくは

それ以上の効果も可能性としては期待できるので

はないかということを言われていますけれども、

これについてはちょっと実績を見ながら、ある程

度私たちは６か月は、ある程度効果は保てるのだ

ろうなという認識で考えてございます。 

 また、来年度以降も、これが１年ぽっきりの対

策ではなくて、多分継続して、来年、再来年と、

３か年計画だとか、そういうことで国のほうもと

らえているのではないかというふうに考えており

ますので、この１年間の実績を踏まえて、来年度

に生かしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 また、ナンバー１１のインフルエンザ予防接種

につきましては、令和２年度、１０月から１月末

まで、全町民を対象に無償ということで施策を進

めさせていただいたところでございますけれど

も、来年度は、コロナの今回ワクチンが接種でき

るということで、インフルの予防接種については

高齢者を対象にと、これまで以前の内容に戻させ

ていただいて対応していきたいなというふうに今

のところ考えております。 

 また、ナンバー２の学童の個人の負担分につい

ての考え方でございますけれども、委員おっしゃ

るとおり、大中山が新しくなって、その他の古い

施設の環境の中で、また、公共施設と民営化、民

間施設の構えがあるのですけれども、これについ

ては、今後、学童保育の料金の関係だとか、それ

については協議課題として私たちもとらえており

ますので、今のところは現状のスタイルのまま、

今後についてはその見直しを積極的に図っていき

たいということで考えてございますので、御理解

いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 学童ですけれども、一応学童保育と

いうのは小学校１年から６年までだよというふう

になっているのですけれども、七飯町さんの公立

の場合は３年で打ちどめしているというのがあり

ますよね。まだ４年、５年、６年になったって、

両親が共稼ぎであるというところがあるし、中に

はやっぱり不安だという人もあるのだけれども、

その辺に対して、一挙に６年まで持っていけとは

言わないのですけれども、例えば４年、５年、中

には本当に家庭的に心配だとかという人だってい

ると思うのですけれども、その辺に対して弾力的

な考え方をするのかどうかというのが１点。 

 それから、インフルエンザですけれども、今、

ワクチンだって、来年の３月まで打てるかどうか

わからないと言っているのでないですか。これが

本当にそういう可能性になった場合には、インフ

ルは全町民に打っていただきたいというのはやっ

ぱり希望ですよね。だからその辺の、やっぱりワ

クチンの打てる可能性というのが少なくなってき

たら、やっぱり速やかに、本当に秋口から始まっ

ていくということは、本当に６月議会か９月議会

には予算を立てて、そういうふうなことを考えて

いくことを考えているのかどうかというのを教え

ていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 学童の施設の関係で

ございます。基本的に学童施設は１年生から６年

生までが利用の対象ということでございます。令

和元年に新築されました大中山学童クラブにつき

ましては、定員を８０名から９０名に増やして、

３クラブの構えで運営しているところでございま
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す。ただ、大中山地区につきましては、住宅地の

形成だとか、また、アパートの建設等が進んでお

りまして、子供たちの数が増えている状況でござ

いますが、９０人の枠の中に、どうしても１年生

から６年生ということになると、どうしても定員

数からあふれてしまうという今現状でございま

す。町としましては、１年生から３年生まで優先

的に入所していただくということを前提に、その

中にはめて運用しているところではございますけ

れども、この辺につきましても、やっぱり課題

は、私たちも課題はあるというふうに認識してご

ざいますので、これは民間の学童クラブとも連携

しながら、できれば６年生の希望者まで受けられ

るような体制を考えていきたいというふうには

思ってございます。 

 また、インフルエンザにつきましては、先ほど

の答弁で、従前のスタイルに戻していきたいとい

うことで答弁させていただきましたけれども、委

員おっしゃるとおり、このコロナワクチンも、

今、情報としてかなり遅れておりまして、七飯町

内でも２月中ぐらいから医療従事者がスタートで

きるだろうというふうな認識してございましたけ

れども、今、３月の中旬を迎えようとしている中

で、まだ医療従事者の薬すら届いていないという

状況で、もしかしたらこれは高齢者が打てる時期

は、もしかしたら本当に５月後半だとか６月以降

に、もっと遅れてしまうのではないかということ

がちょっと懸念されておりますので、その全ての

方が打てるような情報が確認でき次第、秋口にイ

ンフルエンザのまた対策が必要なのか、その辺は

様子を見極めて補正対応するなりの検討をさせて

いただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 中川委員。 

○中川委員 今、お話にもありましたけれども、

ナンバー２の学童保育の関係ですけれども、いろ

いろやっていくということだったので、あまりあ

れですけれども、現状の学童保育の待機児童とい

うのは一体どういう状況になっているのかという

のと、ナンバー６、７で保育園関係の予算もあり

ますけれども、現状の待機児童の状況はどういう

ふうになっているのかというのと、ナンバー５の

子育て世帯包括支援センターの運営ということ

で、これは一体どういう感じで運営していくの

か。たしか去年、一般質問か何かの答弁か何か

で、子育て期間というのですか、幼稚園とか小学

校とか中学校とか、それぞれ分かれてしまうか

ら、子育て世代の支援センターができれば、１８

歳までの、要は児童と言われるところまで一括で

見られるような内容のことを述べられていたと思

うのですけれども、実際にどのような形で運営し

ていくのかというのをお願いします。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、まずナン

バー２の学童の関係でございます。学童につきま

しては、七飯町内の公立、そして民間も含めまし

て、唯一、大中山学童クラブだけ、やはり定員枠

から希望者があふれるわけでございます。これに

つきましては、抽選という形をとらせていただい

て、１年生から３年生までは優先的に入所させて

いただき、４年生の利用者については、申し訳あ

りませんけれども抽選という方法をとらせていた

だいております。しかし、これにつきましては、

令和２年度から、民間との格差をある程度是正す

るために、利用者負担の補助金ということも踏ま

えて対策をとらせていただいております。まだそ

の中には差はある状況ではございますけれども、

これについても将来的にはできるだけその差を埋

めていくような努力で進めていきたいなという認

識をしているところでございます。それ以外の学

童については、定員の範囲内でおさまっていると

いうことでございますので、御理解をいただけれ

ばと思います。 

 また、ナンバー５の子育て世代包括支援セン

ター、この内容につきましては、もともと保健セ

ンター、保健予防係と子育て支援係ということの

体制で、従来から進めてきたわけでございますけ

れども、これについては、体制の構築だとか改変

を必要とすることなく、現状の体制の中で運営を

することが可能ということで、ある意味、１０月

から看板を設置させていただいて、従来の相談内

容に対応していくということで進めております。

実際、センターになってどのような効果が期待で
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きたのかということもあるかと思いますけれど

も、これについては、保健センターに相談に来れ

ば、何らかの関係機関につながる情報を得られる

だとか、困っていることをどのような機関に相談

すればいいかだとか、そのワンストップ窓口の機

能として持ち合わせている部分もございますの

で、これについては、今のところ円滑に進んでい

るのかなというふうに認識してございます。 

 以上でございます。 

 あと、保育所の待機でございますけれども、現

状のところ、待機児童は、今現状は発生していな

い状況です。ただ、希望する保育園にどうしても

行きたいと、そういう希望者については、そこは

カウントとして空き待ち状態ということで、これ

は去年から引き続き数名かの利用者の方がお待ち

になられているというような状況でございまし

て、これについてはどうしても必要な場合には広

域、函館、北斗含めた内容と、民間の施設につい

ても協力を要請しながら、情報提供しながら、そ

ちらのほうを御案内させていただいているという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 学童保育については、民間との格差

だとかのあれを今後また考えていくということな

ので、解消されていくのかなと。要は大中山地区

が多くて、そこがあふれてしまうという、ただ、

大中山にも民間もありますので、あふれたら民間

に流れてもおかしくないのですけれども、やはり

なかなか流れないというところは、格差のものが

結果としてあるのかなと。利用者の方は実際に

困っている方がいる状況ですので、そこは何とか

やっていただきたいなというのと、保育所関係で

すけれども、これは現状、待機児童がいないとい

うことですけれども、多分それはいつもの町の計

算方法だと思うのですけれども、国に報告すると

きに、七飯町、要は大中山、人口的に大中山と本

町地区が子供の数も多いので、そこら辺というの

は現実的に待機児童が出てしまうと思うのですけ

れども、そうではなくて、人口が少ない大沼のほ

うだとか、そういう子供の少ないところの保育所

の受け入れ体制も含めた中での待機児童の数字で

すよね、多分今のは。 

 というのと、あと、ナンバー５の子育て世代包

括支援センター、保健センターの中でいろいろ

やっていくという体制はわかったのですけれど

も、せっかく生まれてから大人になるまでの間の

期間にいろいろな相談、ここはコロナの関係で、

非常に虐待だとかＤＶだとかが増えているという

のは日本全国で言われている状況でなっています

ので、そういう意味でも、このセンターがあれば

対応がよくなるという意味だと思うのですけれど

も、これの周知方法だとかそういうものも、要は

６万８,０００円で何ができるのかなというのが

正直なところ。このセンターができて、２００万

円かけてセンターができましたと。実際に日本全

国の中でも、虐待だ何だというのがすごい新聞に

も大きく広告が毎度出るような状態、また、

ニュースだけではなくても、目のつくところに虐

待だとかそういうのを見つけたら連絡くださいみ

たいな、そういうような周知基準もでるように

なっている状況で、それほど全国的に見えないも

のが発生しているという状況だと思うのですけれ

ども、ないにこしたことはないですけれども、た

だ、せっかくそういう意味では、このセンターが

できれば、すぐ対応だとかがスムーズにいけるよ

うになったと思うのですけれども、６万８,００

０円で、こういうセンターができましたよとい

う、町民に対する周知も６万８,０００円ででき

るのですかねというところがちょっと気になった

もので、そこですね。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、大中山の

学童の関係でございます。実際、質問の中でもい

ただいたところでございますけれども、大中山地

区の学童だけがなかなか定員の枠の中に入ってこ

ないということで、抽選だとかによる対応をさせ

ていただいたというふうに答弁させていただいた

ところでございます。でも、民間の学童の施設も

ございますので、町としても補助金の内容ですと

か、立地条件だとか、施設の環境の内容だとか条

件、その点も含めて、抽選から漏れた方には丁寧

に説明をさせていただいているところでございま

す。やはり民間と公立の部分の補助金はこちらの
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ほうでとらえさせていただいているのですけど

も、やはりまだ差があるという部分がございます

ので、これをフラットにすることによって、ある

程度選択肢の幅も広がるのではないかというふう

にとらえておりますので、これについては今後の

課題として早急に対応していきたいなというふう

に考えております。 

 また、保育所の待機の関係でございますけれど

も、まさしく七飯町全部でとらえれば、必ず埋

まっているところもあればあいているところもあ

るという全体の中で、この積算というものの考え

方を国のほうに示していく、報告していくという

内容でございますので、例えば大沼の保育所のほ

うで定員よりも下回っての入所であれば、当然、

そこの保育園に入れますよねという考え方にはな

るのですけれども、では実際問題、本町の方が大

沼まで行って、函館の職場に通うかという、

ちょっと現実とは乖離したようなことも考えとし

てはございますので、ただ、はかり方としては、

そのような考え方ではかって、待機児童が出てい

ないという状況ではございますけれども、実際、

そこに入りたくて困っている方もいらっしゃると

いうのは私たちも事実としてとらえておりますの

で、これについては何らかの手立てを講じて対策

していかなければならないというふうに考えてお

ります。これについては、ちょっと１年、２年で

はできるものではないと考えておりますので、こ

れについては御理解いただければと思います。 

 また、ナンバー５の包括支援センターの考えで

ございますけれども、おっしゃるとおり、このコ

ロナ禍の中で、虐待、ＤＶ、件数的にも昨年に比

べてその事案も増えているのは確かでございま

す。これについては、センターのほうでちょっと

ＰＲの仕方ということも課題では私たちはとらえ

ておりますけれども、これについては、利用者

に、窓口にお子さんが抱っこされてきたお母さん

方には、こういうセンターの機能も今持ち合わせ

ているから、気楽に相談においでというようなこ

とは保健師を通じて周知のほうを図らせていただ

いているということで、できればちょっと早急に

このセンター機能というものを幅広く皆さんにお

伝えできればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。２番と５番に関して

はわかりました。 

 ５番に関しては、予算をこれしかとっていない

で、今さらといいますか、大きな周知をやるとな

れば、またお金が別になってしまうので、ただ、

今現状できること、例えば教育委員会と連携し

て、小中学校に定期的にこういうセンターの案内

を定期的に流してもらうだとか、お金のかからな

いようなことはできると思うので、そこは皆さん

でいろいろ頑張っていただきたいなと。 

 あと、６、７の待機児童の関係ですけれども、

これ、何年か前の一般質問か予算か何かの質疑

で、同じことを私、言っているのですよ。一般質

問だったかな。そして、町として把握するのは全

町入れての待機児童の数字ということで、ゼロと

いうことになると。ただ、各地域、要は実情を考

えたときに、国に上げる数字と、それはそれで正

式な計算方法ですので、それはいいのですけれど

も、そうではなくて、実際に大中山、本町地域、

多いところでは、実際に困っている方、結構いま

すので、毎年ずっと。なので、そのときも言いま

したけれども、実際にあふれている現状の数字も

把握しておくべきではないかということを言っ

て、それはそれで把握していくみたいな話だった

のですけれども、ずっとそれは把握してきていな

いということなのですかね。何年か前に私、質問

していたのですけれども、今、現状はそうだと思

うのですけれども、ただ、それ、実態を把握して

いないと、全町的にいけば待機児童はゼロだから

それでいいというのであれば、いつまでたっても

待機児童、ずっと出たままですよね。そうなるの

であれば、ちょっと保育所の運営といっても、解

決しないままのものになっていくと思うのですけ

れども、その辺についてどうですか。 

○川村委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 保育所の待機児童対策について

は、今おっしゃられるとおり、潜在待機児童とい

うことで、さっき課長が言ったように、本町の人

なのだけれども、大沼しかあいていないよとか

と。今、保育所の待機児童といいますけれども、
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待機児童になっているのが０、１、２歳の未満児

と言われるところなのですよね。そこのところと

いうのは、保育士１人に対して３人しか見れない

とか、非常に手厚く見なければならない部分で、

保育所の定員、定数もあるものですから、そうい

う意味では、今、保育所に数も限りがあるので、

民間も含めて、１.２倍までの認められた人数で

対応していただいているという部分もあるのです

けれども、０、１、２歳の未満児の部分では、結

局、産休明けで働きたい方、あるいは育児休業を

とって１年目、２年目、３年目と保育所のあきを

待ちながら育児休業と調整しているとかという部

分で、今かろうじて何とかそういう制度の中で待

機児童を解消しているという言い方はあれですけ

れども、ちょうどその辺の対応をしていただいて

いるというような形でして、町のほうでは、あく

までも町立保育園、大中山保育所が唯一の町立で

すから、唯一の町立保育園でまずは受け入れ体

制、定員、児童の定数を増やして、何とか民間の

先導的な立場になろうというようなことで、保育

体制の見直しというか、保育士の採用というか、

そういう部分も対応しているところなのですけれ

ども、今現在、現状でいきますと、保育士自体が

不足のままなのですよね。これは函館市内の学

校、短期大学だとか、大谷学園だとか、大谷女子

短大だとか、ああいうところとかにも問い合わせ

したりして御相談しているのですけれども、保育

士を目指されている学生さんが、従前、私たち若

いころと言ったらあれですけれども、従前の定員

の半分くらいしか今現在、学校にも来ていないと

いうような状況でして、そういう部分からの確保

ということで、保育士を探したり、各民間の保育

所にも御協力を依頼して、定員の確保というもの

をお願いしてやっている状況でして、それを含め

て函館だとか隣の北斗市だとかを含めて広域の部

分も調整しながら何とかやっている状況でして、

潜在的待機の部分も押さえていないわけでなく

て、当然、申し込みして入れない方ですので、そ

の方については随時、空きが出た場合だとかは御

案内して、あるいは認可保育園でない保育園もあ

りますので、企業主導型だとか、そういうような

地域の保育園みたいな、認定こども園も含めて、

そういうところも活用していただけるように、あ

るいは、今現在幼稚園しかやっていないところに

も、子ども園もできれば開設してもらえませんか

とかというような活動はしているのですけれど

も、なかなか実になっていないというのが実際の

ところでして、そういう意味では、これからも続

けてそういう努力をしていきたいというふうに思

いますので、御理解いただきたいというふうに思

います。 

 それと、子育て世代包括支援センターの部分

は、妊娠して母子手帳をもらう段階で保健セン

ターに申請に来られるのですけれども、その時点

から始まります。ですから、母子手帳を交付し

て、その間の御相談含めて、それからまた、出産

されてから、そして子供を今お話したような保育

園に入れたりとか、そういうようなものも含め

て、スタート時は本当に妊娠されてから保健師が

対応しながら、保育士も対応して、そしてそうい

う虐待だとかの部分は、そこの窓口のほうだとか

も含めて、教育委員会とも連携しながら、本当に

生まれたときからずっと、七飯にいる限りお付き

合いをしていくというような考えで進めています

ので、予算的には６万８,０００円しかありませ

んけれども、ホームページだとか広報だとか、学

校のそういうお便りに例えば入れてもらうだと

か、いろいろ工夫すれば内容があると思うので、

今年度につきましてはこのような形でまずは業務

を進めてまいりたいと思いますので、御理解いた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 今の子育て包括支援センターについ

てですけれども、今、民生部長のほうからホーム

ページだとかというのがありましたけれども、あ

まりホームページも広報も見ている方、少ないの

で、こういう要は虐待だとかＤＶだとか、生まれ

たころは母子手帳だとか取りに行ったり何なり

で、生まれたころというのは以外と皆さん仲よく

やっていると言ったらあれなのですけれども、だ

んだんだんだん大きくなっていって、いろいろな

ことが起きていくということもありますので、Ｄ

Ｖだ、虐待は命に関わりますので、ただ載せれば
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いいという周知ではなくて、本当にさりげなく目

につくようなことを考えてやっていただきたいな

と。 

 保育所の答弁だったのですけれども、民生部長

がおっしゃられたこと、まさに私、一般質問した

ときに、そのまましゃべられたと思うのですよ。

なので、これ以上言っても一般質問みたくなって

しまいますので、もうやめますけれども、やはり

対策は考えていかなければならないのはわかるの

ですけれども、今どうこうという話ではないです

けれども、実態だけは、本町地区、大中山地区と

かという、ある程度の現状の実態というのは今後

把握していかないとまずいと思いますので、そこ

だけどうですか。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 実態把握ということ

でございます。これについては、私ども、どこ

の、大中山保育所なのですけれども、大中山保育

所、例えばあとはほんちょう保育所、あと、どん

ぐりの子ども園もあるのですけれども、どうして

もやっぱり希望する年齢と、入所している数がど

うしてもかみ合わなくて、１人入れてほしいのだ

けど、いや、もう定員も全部埋まっているからと

いう、ちょっと微妙な数字の中で行き来している

という実態としてはとらえております。この数に

ついては、何歳児がここの園で何人希望されてい

る、潜在としては具体的にはこれだけの人数が待

たれているということを把握している中で、総体

の枠も当然確認はしておりますけれども、それを

踏まえて、より利便性のいい、まだ入所の枠があ

るような場所への誘導ということも踏まえて対策

を行っている状況でございますので、これについ

ては、その実態を把握した中で、そのように情報

提供させていただいているということでございま

すので、御理解いただければというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 中島委員。 

○中島委員 １点だけお願いします。１３番の委

託料なのですけれども、これは先ほど同僚委員か

らも質問ありましたけれども、利用者が減って実

績が減ということになっています。後期高齢者保

健、健康診査委託料ほか、全部減になっておりま

すけれども、私はこのがん検診委託料、この全部

ではないですけれども、この制度にちょっと疑問

があるということなのですよ。というのは、やは

り病院によっては、この制度を利用するよりか、

本人の保険証を使ったほうが自己負担が安くなり

ますよというようながん検診の中身もあるのです

よ。私も自分のことで申し訳ないですけれども、

がん検診、ないとは言いませんけれども、病院に

お願いして、ちょっとこういう制度があるのだけ

れども、利用してやっていただきたいというよう

なお話していまして、それで病院のほうに計算を

してもらいました。この制度を利用するのと、自

分の保険証を使って、私、後期高齢者ですけれど

も、これを使ってやるのと、どっちが自己負担が

少なくなるかというと、自分の保険証を使って高

齢者保険を使ったほうが自己負担は少なく済みま

すよというものがあったのですよ。この制度は何

なのだということになってしまうわけですよね。

全てのことだと私は知りませんけれども、自分が

やってもらったがん検診ではそう言われました。

だから私はこの制度を利用しないで、自分の保険

証でがん検診をしてもらいました。そういうこと

があるので、一度やはりこの内容について、２,

０００万円のお金ですから、一度やはり、もう一

度自己反省してみるというか、見直してみるとい

うか、検証してみるというか、そういうのも必要

になってくるのかなと。そうすることによって、

多少、負担額はもうちょっと多くしてあげましょ

うというような形であればそれはいいし、もう

ちょっとやはり見直す制度ではないかなというふ

うな気が、自分の経験からいって思うのですけれ

ども、その辺、ひとつ１点聞きたいと思います。 

 それと、後期高齢者の健康診査委託料なのです

けれども、これだけがちょっと増えているという

ことなのですけれども、この健康診査というの

は、血液検査とか高血圧とか、いろいろなことだ

と思うのですけれども、この中にはドック検診は

入っていませんよね。普通の７５歳以下の方です

と、国民健康保険だとか社会保険でドックの場合

は補助がありますけれども、後期高齢者だけは、
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ドックについては何の制度もない、報償もない、

補助するものもないということで、高齢者がこれ

だけ多くなってきている中で、なかなかやはり

ドックを受けたい人、脳ドックだとか胃の検診の

ドックだとか、そういうものを受けたいと思って

も、なかなかやはり高額なものですから、高齢者

は収入が少ないと。でもドックを受けると相当金

額がかかるということで、なかなか受けないので

すよね。だから後期高齢者の中でも、やはり七飯

町独自のドックに対する補助制度というか、そう

いうものをやはり考えていく必要があるのではな

いかと思うのですよ。若い人たちの脳ドックだと

か身体ドックだとか、そういうものだけの補助で

はなくて、やはりもうちょっと、これだけ高齢率

が高くなってきているわけですから、やはり後期

高齢者にもそういう制度を少し考えていただけれ

ばありがたいなというようなことで、２点、

ちょっとお伺いしたいと思いますけれども。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、まずナン

バー１３の委託料の関係でございます。中島委員

おっしゃったとおり、実際、私たちもそういう話

を保健センターで利用者の方から聞いています。

相談していただいた方の中には、やはり定期的に

病院にかかっています。２か月に一遍、３か月に

一遍かかっている中で、タイミング的に次の受診

日のときに病院の先生から、ちょっとうちでこう

いうメニューで検診を受けられるのだけどやって

みないかということで、町の事業を介さずに独自

で心配な部分を見てもらうという検診を受けられ

ている方、結構多いというふうに聞いておりま

す。ましてや自分の保険証を使ったほうが安いと

いうことも利用者のほうから確認しておりますの

で、これについては、町の事業としては皆さんに

健康管理のためにこれだけの検診を受けていただ

きたいよということで予算化して対応させていた

だきたいという思いはございますけれども、実

際、そういう情報も含めて、受診勧奨を積極的に

やっていくというのは当然のことなのですけれど

も、そのような実態の中で、実際、町民の方がそ

れぞれに個々に必要なものを検診されている、受

けられているというものもちょっと考慮させてい

ただいた中での予算化ということで御理解いただ

ければと思います。 

 また、後期高齢者の検診につきましても、おっ

しゃるとおり、中身的には基本検診ということ

で、血圧測定だとか、身体検査、あとは採血で先

生の問診ということの基本的な検査になるわけで

ございますけれども、これについては、ちょっと

全国的な流れもくみとりながら、町独自の考え方

ができるかどうかというのもちょっと情報として

集めていければなというふうに思ってございま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 ありがとうございます。大体わかり

ました。私もこの制度は決して悪い制度ではない

のです。ですから、そういうことがあるものです

から、課長も耳に入っているという話ですから、

ぜひひとつ見直しをしていただきたいなと思いま

すのと、それと、やはりドックなのですよ、後期

高齢者のドック。個人でやると非常にやはり金額

が高い。私も若いころは利用させてもらって、補

助金で安くしてもらってやっていましたけれど

も、後期高齢者になってから１回もやっていない

のですよ。というのは、やはり金額が高いですよ

ね。全部自己負担ですから。それも、やはり後期

高齢者もこれだけ、三十何％の高齢者率ですか

ら、やはり相当これからも増えていくのですか

ら、やはり受けたくても受けられない、それで収

入も少なくなってきているということになってく

ると、やはり後期高齢者制度にも、やはりドック

を受けられる制度、こういうものをぜひひとつ、

七飯町独自でもいいですから、やはり考えて、町

民サービスではないですけれども、やってやる必

要があるのではないのかなという気がするので、

ぜひ課長、その辺、考えていただきたいと思いま

すけれども、これについては部長のほうで考えて

くれるかな、ぜひひとつよろしくお願いしたいと

思いますけれども。 

○川村委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 貴重な御意見ありがとうござい

ます。考えさせていただきたいというふうに思い

ます。どうもありがとうございます。 
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○川村委員長 ほかに。 

 副委員長のほうから。 

○稲垣副委員長 ナンバー１の委託料の件なので

すけれども、障がい児保育事業委託料が１７７万

９,０００円増、利用者見込み増のため、一時預

かり事業委託料が５,６５６万円、基準単価増の

ためというところなのですけれども、見込み増を

どれくらい見込んでいるというのと、基準単価が

どういうふうに変わったのか教えていただきたい

と思います。あと、延長保育事業委託料なのです

けれども、これは減になっているのですけれど

も、去年のコロナの影響で減になったのか、その

辺、ちょっと教えていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

○川村委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、ナンバー

１の障がい児保育事業委託料でございます。これ

につきましては、例年よりも利用者の見込み増と

いうことで１７７万９,０００円増額させていた

だいた内容でございますけれども、これについて

は、今年度から５歳児検診等も実施していくとい

う中で、小学校に上がる前までの準備期間という

ことで、確かに特性を持たれている方の人数も

年々増えてきているということも踏まえて、前年

実績に１割程度、１割、２割、ちょっと利用者が

ふえるのではないかという見込みの中で、増額を

させていただいているものでございます。 

 また、一時預かり事業につきましては、これに

ついては、国の示す基準単価が上がったというこ

とでございますので、５６５万６,０００円、追

加をさせていただいております。 

 また、延長保育の委託料につきましては、これ

についてはコロナの影響も多少あるかと思います

けれども、利用者がなかなか昨年に比べて伸び悩

んでいないということもちょっと前年の実績とし

て見受けられましたので、この程度減額をして、

とりあえず進めてまいりたいということの内容で

ございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、子育て健康支援課に対する審査を終了

いたします。 

 子育て健康支援課長、民生部長、御苦労さまで

した。 

 以上で、民生部を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時５７分 休憩 

────────────── 

午後 ３時５８分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審査は全て終了いたしまし

た。 

 本日はこれをもって終了したいと存じますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 御異議なしと認め、本日はこれを

もって終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時５９分 散会 
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